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外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
資
金
調
達
へ
の
貢
献
と
同
特
別
会
計
積
立
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て
（
横
溝
）

一

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
資
金
調
達
へ
の
貢
献
と

同
特
別
会
計
積
立
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て

横　
　

溝　
　

え
り
か

1
．
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
（
外
為
特
会
）
の
決
算
書
お
よ
び
財
務
書
類
を
用
い
て
、
外
為
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
繰
り
入

れ
を
行
う
資
金
を
生
み
だ
す
仕
組
み
と
、
繰
り
入
れ
の
現
状
を
整
理
し
た
上
で
、
平
成
二
十
五
年
度
末
に
実
施
さ
れ
た
外
為
特
会
積
立
金

の
廃
止
が
、
同
特
別
会
計
の
持
続
可
能
性
に
与
え
る
影
響
を
示
唆
す
る
。

外
為
特
会
は
、
特
別
会
計
法
第
七
一
条
第
一
項
よ
り
、
外
国
為
替
資
金
の
運
営
に
関
す
る
経
理
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

置
さ
れ
た
特
別
会
計
で
あ
る
（
1
）

。
外
国
為
替
資
金
と
は
、
政
府
の
行
う
外
国
為
替
等
の
売
買
等
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
資
金
で
あ
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二

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
外
国
為
替
資
金
を
管
理
す
る
目
的
で
設
置
さ
れ
た
外
為
特
会
が
、
現
状
で
は
一
般
会
計
の
資
金
調
達
源
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
。
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
資
金
に
は
、
外
為
特
会
の
決
算
上
剰
余
金
と
い
う
、
あ
く
ま
で
も
会
計
上
生
じ
た
剰
余

金
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
ず
は
そ
の
繰
り
入
れ
ら
れ
る
資
金
が
生
み
出
さ
れ
る
仕
組
み
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

外
為
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
に
つ
い
て
述
べ
た
文
献
に
は
、
藤
井
（
二
〇
一
四
）
や
熊
倉
（
二
〇
一
六
）
が
あ
る
。
藤
井

（
二
〇
一
四
）
で
は
外
為
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
の
仕
組
み
を
整
理
し
た
上
で
、「
外
為
特
会
は
剰
余
金
を
発
生
さ
せ
や
す
い

構
造
を
内
在
し
て
い
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
熊
倉
（
二
〇
一
六
）
で
は
一
般
会
計
へ
の
、
外
為
特
会
か
ら
の
繰
り
入
れ
だ
け
で
は
な
く
、

日
本
銀
行
か
ら
の
納
付
も
合
わ
せ
て
説
明
し
、
こ
れ
ら
の
繰
入
金
や
納
付
金
が
「
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
色
彩
を
強
め
て
い
る
」
と
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
と
比
較
し
た
本
稿
の
特
徴
は
、
外
為
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の
点
を
指
摘
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
一
つ
は
、
外
為
特
会
の
負
債
規
模
の
拡
大
と
、
外
為
特
会
資
産
内
容
の
一
部
の
、
よ
り
大
き
な
信
用
リ
ス
ク
を
含
む
も
の

へ
の
転
換
が
、
従
来
の
方
法
で
運
用
さ
れ
て
い
る
外
為
特
会
資
産
利
回
り
の
低
下
を
補
う
こ
と
で
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
資
金
を
生
み

出
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
外
為
特
会
積
立
金
の
廃
止
が
、
外
為
特
会
だ
け
で
な
く
一
般
会
計
の
持
続
可
能
性
に
与
え
る
影
響

を
指
摘
す
る
点
で
あ
る
（
2
）

。

外
為
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
は
、
国
際
通
貨
基
金

（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
融
資
や
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
通
貨
ス
ワ
ッ
プ
取
極
で
用
い
る
こ
と
に
な
る
、
日
本
か
ら
の
援
助
資
金
の
出
所
を
調
べ
た
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
。
横
溝
（
二
〇
一
四
）
で
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
援
助
資
金
に
は
外
為
特
会
の
、
企
業
会
計
で
い
う
と
こ
ろ
の
資
産
が
利
用
さ
れ

る
。
援
助
資
金
と
し
て
提
供
さ
れ
る
資
金
は
、
外
為
特
会
資
産
運
用
の
一
形
態
で
あ
り
、
米
国
債
で
の
運
用
と
比
較
す
る
と
、
利
回
り
の

（
八
二
六
）
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三

面
か
ら
見
て
魅
力
的
な
運
用
方
法
で
あ
る
半
面
、
相
対
的
に
大
き
な
信
用
リ
ス
ク
を
内
包
し
て
い
る
。
さ
ら
に
外
為
特
会
資
産
は
最
近
で

は
、
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
（
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
）
に
対
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
て
も
い
る
。
外
国
為
替
資
金
の
管
理
と
い
う
本
来
の
目
的
の
ほ

か
に
外
為
特
会
で
、
信
用
リ
ス
ク
を
取
っ
て
ま
で
、
な
ぜ
高
い
利
回
り
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
、
そ
こ
で
生
じ
た
疑
問
が
本

稿
に
つ
な
が
っ
た
。

外
為
特
会
で
は
、
こ
の
信
用
リ
ス
ク
に
加
え
て
、
の
ち
に
述
べ
る
が
、
為
替
・
金
利
リ
ス
ク
を
も
抱
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会

計
に
は
単
式
簿
記
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
平
成
一
九
年
度
よ
り
、
外
為
特
会
の
財

務
書
類
が
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
外
為
特
会
の
財
務
書
類
が
公
表
さ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
参
考
書
類
と
い
う
位

置
付
け
で
あ
り
、
財
務
書
類
の
公
表
後
も
外
為
特
会
の
歳
出
入
は
従
来
と
同
様
の
方
法
で
算
出
さ
れ
、
生
じ
た
剰
余
金
か
ら
、
一
般
会
計

へ
の
繰
り
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
日
本
国
の
公
会
計
で
は
一
般
会
計
と
特
別
会
計
の
区
別
が
あ
る
他
、
一
般
会
計
と
特
別
会
計
と
の
間
で
資
金
の
や
り
取
り
も
あ

る
た
め
に
、
公
会
計
の
全
体
像
と
問
題
点
が
非
常
に
把
握
し
づ
ら
い
。
本
稿
で
特
別
会
計
の
一
つ
で
あ
る
外
為
特
会
が
、
一
般
会
計
へ
の

繰
入
資
金
を
生
み
出
す
仕
組
み
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
外
為
特
会
の
持
続
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
は
同
時
に
、
一
般
会
計

の
持
続
可
能
性
を
検
討
す
る
一
助
と
な
る
。

本
稿
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
、
外
為
特
会
に
お
い
て
剰
余
金
が
生
み
出
さ
れ
る
仕
組
み
を
整
理
す
る
。
第
三
節

で
は
こ
の
外
為
特
会
の
剰
余
金
か
ら
、
一
般
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
平
成
二
十
五
年
度
末
に
廃

止
さ
れ
た
外
為
特
会
積
立
金
の
役
割
を
確
認
す
る
。
第
四
節
で
は
今
後
、
金
融
緩
和
策
が
出
口
に
向
か
う
際
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
円
金
利

の
上
昇
が
、
外
為
特
会
の
持
続
可
能
性
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
示
唆
す
る
。
第
五
節
は
結
び
で
あ
る
。

（
八
二
七
）
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四

2
．
決
算
上
剰
余
金
の
発
生

外
為
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
入
資
金
は
、
外
為
特
会
の
歳
入
か
ら
歳
出
を
引
い
て
求
め
ら
れ
る
、
決
算
上
剰
余
金
か
ら
捻
出
さ
れ

る
。
外
為
特
会
歳
入
の
多
く
は
、
外
貨
証
券
や
外
貨
預
金
な
ど
か
ら
の
利
息
収
入
で
あ
る
運
用
収
入
で
占
め
ら
れ
、
こ
れ
に
外
国
為
替
等

売
買
差
益
が
続
く
（
3
）

。
外
国
為
替
等
売
買
差
益
は
、
外
国
為
替
の
売
買
を
行
っ
た
際
の
取
引
価
格
と
、
基
準
外
国
為
替
相
場
に
よ
っ
て
評
価

す
る
簿
価
と
の
差
額
を
計
上
す
る
も
の
で
あ
る
（
4
）

。
他
方
、
外
為
特
会
歳
出
に
は
、
外
国
為
替
資
金
証
券
の
利
息
支
払
で
あ
る
国
債
整
理
基

金
特
別
会
計
へ
の
繰
入
や
、
償
還
差
額
補
填
金
が
あ
る
（
5
）

。
し
た
が
っ
て
簡
潔
に
言
え
ば
、
運
用
収
入
と
外
国
為
替
等
売
買
差
益
が
、
外
国

為
替
資
金
証
券
の
利
払
い
と
償
還
差
額
補
填
金
と
を
上
回
れ
ば
、
外
為
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
入
が
可
能
に
な
る
。

外
為
特
会
は
、
外
国
為
替
資
金
証
券
（
為
券
）
を
公
募
入
札
に
よ
っ
て
市
中
発
行
す
る
こ
と
で
資
金
調
達
を
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

歳
出
に
あ
る
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
の
繰
入
は
、
外
為
特
会
が
資
金
調
達
を
す
る
費
用
に
あ
た
る
（
6
）

。
外
為
特
会
の
資
金
調
達
状
況
を

見
る
た
め
に
、
外
為
特
会
貸
借
対
照
表
の
貸
方
に
あ
る
、
外
国
為
替
資
金
証
券
の
数
字
を
取
り
上
げ
る
（
表
1
）。
外
為
特
会
の
貸
借
対

照
表
は
、
企
業
会
計
に
近
い
形
で
平
成
一
九
年
度
よ
り
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
財
務
書
類
の
一
つ
に
あ
た
る
（
7
）

。

外
為
特
会
が
為
券
を
発
行
し
て
、
円
資
金
を
調
達
す
る
の
は
、
主
と
し
て
外
国
為
替
市
場
へ
の
介
入
の
際
と
な
る
。
財
務
省
が
公
表
し

て
い
る
外
国
為
替
市
場
介
入
実
績
に
よ
る
と
、
平
成
一
九
年
度
以
降
、
平
成
二
十
二
年
七
〜
九
月
期
に
二
兆
一
千
二
百
四
十
九
億
円
、
平

成
二
十
三
年
一
〜
三
月
期
に
六
千
九
百
二
十
五
億
円
、
七
〜
九
月
期
に
四
兆
五
千
百
二
十
九
億
円
、
十
〜
十
二
月
期
に
九
兆
九
百
十
六
億

円
規
模
で
の
米
ド
ル
買
い
・
円
売
り
介
入
が
実
施
さ
れ
て
い
た
（
8
）

。
こ
れ
ら
の
円
売
り
介
入
資
金
を
調
達
す
る
必
要
か
ら
、
平
成
二
十
二
、

 

二
十
三
年
度
末
に
は
為
券
の
残
高
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
が
、
表
1
の
一
行
目
の
数
字
か
ら
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
は
外

（
八
二
八
）
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五

国
為
替
市
場
へ
の
介
入
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
為
券
の
残
高
は
、
平
成

二
十
四
年
度
末
に
わ
ず
か
に
減
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
再
び
増
加
に
転
じ
て
い
る
。

為
券
の
残
高
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
増
え
や
す
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
こ

こ
で
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
外
為
特
会
の
資
金
調
達
手
段
で
あ
る
為
券
の
発

行
限
度
額
は
、
外
為
市
場
で
の
米
ド
ル
買
い
・
円
売
り
介
入
の
必
要
か
ら
、
引
き
上
げ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
が
、
介
入
後
し
ば
ら
く
経
っ
て
も
、
引
き
上
げ
ら
れ
た
発
行
限
度
額
を
元
に

戻
す
必
要
は
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
介
入
に
必
要
な
円
資
金
が
再
び
不
足
す
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
発
行
限
度
額
の
さ
ら
な
る
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
外
貨
資

産
の
運
用
収
入
は
外
貨
で
得
ら
れ
る
が
、
特
別
会
計
法
の
第
七
三
条
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

外
貨
資
産
か
ら
の
運
用
収
入
を
外
為
特
会
の
歳
入
と
す
る
に
は
円
貨
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

た
め
、
外
貨
資
産
の
運
用
収
入
に
見
合
っ
た
円
貨
を
調
達
す
る
た
め
に
、
為
券
が
発
行
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
結
果
、
外
貨
資
産
の
増
加
と
と
も
に
、
為
券
残
高
が
増
加
す
る
こ
と
に
な

る
（
9
）

。為
券
の
残
高
が
、
平
成
二
十
四
年
度
の
後
に
再
び
増
加
に
転
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ

れ
ら
為
券
の
利
払
い
に
あ
た
る
国
債
整
理
基
金
特
会
繰
入
額
は
、
年
々
減
少
し
て
い
る
こ
と

が
表
1
の
二
行
目
に
あ
る
数
字
か
ら
読
み
取
れ
る
。
為
券
の
残
高
が
増
え
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
利
払
い
が
減
っ
て
い
る
理
由
は
、
円
金
利
の
低
下
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す

表 1　 外国為替資金証券残高・国債整理基金特会繰入額（いずれも単位は百万円）と為券利率

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

外国為替
資金証券 104,535,400 109,313,040 115,086,990 113,950,960 114,335,030 115,528,040

国債整理
基金特会繰入 167,455 126,925 118,291 109,048 79,014 21,993

為券利率（%） 0.158 0.119 0.105 0.095 0.069 0.019

出典：外為特会各年度財務書類、各年度決算書。

注： 為券残高は外為特会の各年度の財務書類に、国債整理基金特別会計への

繰入額は各年度の決算書に記載された数字をそれぞれ用いた。

（
八
二
九
）
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六

る
た
め
に
、
為
券
の
当
該
年
度
末
残
高
と
前
年
度
末
残
高
と
の
平
均
で
、
国
債
整
理
基
金
特
会
繰
入
額
を
割
る
こ
と
で
為
券
利
率
（
単
位

は
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
計
算
し
、
そ
の
結
果
を
表
1
の
三
行
目
に
示
し
た
。
利
率
は
一
貫
し
て
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

次
に
、
こ
の
為
券
を
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
達
し
た
資
金
の
、
運
用
収
入
を
見
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
、
財
務
省
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
て
い
る
外
為
特
会
決
算
書
に
お
い
て
、
歳
出
（
平
成
二
十
六
年
度
で
七
百
八
十
三
億
一
千
二
百
万
円
）
を
見
る
と
、
そ
の
多
く
は
諸

支
出
金
（
同
五
百
五
十
三
億
三
千
万
円
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
支
出
内
容
が
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
く
財
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

各
年
度
決
算
説
明
の
中
に
あ
る
外
為
特
会
決
算
の
説
明
を
見
る
と
、
こ
の
諸
支
出
金
は
、
歳
出
事
項
別
で
見
た
「
手
数
料
等
に
必
要
な
経

費
」（
同
五
百
五
十
三
億
三
千
万
円
）
に
対
応
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
手
数
料
等
」
と
は
何
を
指
す
の
か

不
明
で
あ
る
た
め
、
公
表
資
料
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
内
訳
は
、
外
為
特
会
財
務
書
類
中
の
業
務
費
用
計
算
書
に

あ
る
「
償
還
差
額
補
填
金
」（
同
五
百
三
十
八
億
三
千
二
百
万
円
）
と
、「
庁
費
等
」
の
一
部
や
「
そ
の
他
の
経
費
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

判
明
し
た
。
償
還
差
額
補
填
金
と
は
、
額
面
を
上
回
る
金
額
で
購
入
し
た
外
貨
証
券
か
ら
の
償
還
差
損
を
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
（
10
）

。
証
券

利
率
の
高
さ
か
ら
、
そ
の
利
子
で
償
還
差
損
を
補
填
し
て
も
、
市
中
の
金
利
と
同
じ
か
、
市
中
金
利
を
上
回
る
か
の
利
回
り
が
期
待
さ
れ

た
た
め
に
、
額
面
を
上
回
る
金
額
で
外
貨
証
券
が
購
入
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
。
そ
こ
で
外
為
特
会
歳
出
入
の
数
字
を
見
や
す
い
形
で
比

較
す
る
に
は
、
歳
出
に
あ
る
諸
支
出
金
と
歳
入
に
あ
る
運
用
収
入
（
表
2
の
一
行
目
）、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、
償
還
差
額
補
填
金
（
表
2
の
二
行

目
）
を
差
し
引
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
運
用
収
入
か
ら
償
還
差
額
補
填
金
を
差
し
引
い
た
も
の
が
、
ネ
ッ
ト
の
運
用
収
入
（
表
2
の

三
行
目
）
で
あ
る
。

こ
の
ネ
ッ
ト
の
運
用
収
入
（
表
2
の
三
行
目
、
そ
し
て
表
3
の
一
行
目
に
再
掲
）
を
、
外
為
特
会
の
資
金
調
達
コ
ス
ト
に
あ
た
る
国
債
整
理

基
金
特
別
会
計
繰
入
額
（
表
3
の
二
行
目
、
こ
れ
は
表
1
の
二
行
目
の
再
掲
）
と
比
較
し
て
み
る
。
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
の
繰
入
額
は

（
八
三
〇
）



外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
資
金
調
達
へ
の
貢
献
と
同
特
別
会
計
積
立
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て
（
横
溝
）

七

年
々
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
両
者
の
差
額
（
表
3
の
三

行
目
）
は
平
成
二
十
四
年
度
を
境
に
増
加
に
転
じ
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。

次
に
、
運
用
収
入
を
生
み
出
す
も
と
と
な
る
、
外
為
特
会

の
資
産
内
容
を
確
認
し
て
い
く
。
運
用
収
入
（
平
成
二
十
六
年

度
で
二
兆
四
千
百
十
二
億
六
千
八
百
万
円
）
の
大
部
分
は
、
外
貨

建
運
用
収
入
（
同
二
兆
三
千
百
九
十
四
億
六
千
六
百
万
円
）
で
あ

る
（
11
）

。
そ
こ
で
外
貨
建
資
産
（
平
成
二
十
六
年
度
末
で
は
一
四
〇
兆

五
千
七
百
八
十
六
億
千
八
百
万
円
）
の
内
訳
を
見
る
と
、
そ
の
大

半
は
外
貨
証
券
（
同
一
二
四
兆
四
千
百
八
十
億
九
千
百
万
円
）
と

な
っ
て
お
り
、
外
貨
預
け
金
（
同
六
兆
八
千
六
十
六
億
五
百
万

円
）、
外
貨
貸
付
金
（
同
五
兆
九
千
二
百
三
十
四
億
四
千
六
百
万

円
）、
円
貨
貸
付
金
（
同
一
兆
千
六
十
一
億
六
千
九
百
万
円
）
と

続
く
。
外
貨
貸
付
金
は
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
に
対
す
る
も
の
で
、
円
貨

貸
付
金
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
貨
建
資
産
の

大
半
が
外
貨
証
券
と
な
っ
て
い
る
結
果
、
外
貨
建
運
用
収
入

の
ほ
と
ん
ど
を
外
貨
証
券
運
用
益
（
平
成
二
十
六
年
度
で
二
兆

表 2　外為特会のネットの運用収入（単位：百万円）

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

運用収入 2,948,058 2,729,017 2,357,676 2,093,925 2,407,392 2,411,268

償還差額補填金 13,530 9,429 15,886 26,793 36,337 53,832

ネットの運用
収入 2,934,528 2,719,588 2,341,790 2,067,132 2,371,055 2,357,436

出典：外為特会各年度財務書類、各年度決算書。

注： 運用収入は外為特会の各年度決算書に、償還差額補填金は各年度の財務書類に

記載された数字をそれぞれ用いた。

表 3　外為特会　ネットの運用収入額と国債整理基金特会繰入額（単位：百万円）

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

ネットの運用
収入 2,934,528 2,719,588 2,341,790 2,067,132 2,371,055 2,357,436

国債整理
基金特会繰入 167,455 126,925 118,291 109,048 79,014 21,993

差額 2,767,073 2,592,663 2,223,499 1,958,084 2,292,041 23,335,443

出典：外為特会各年度決算書。

注： 国債整理基金特別会計への繰入額は、外為特会の各年度決算書に記載された

数字を用いた。

（
八
三
一
）
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八

二
千
四
百
四
十
三
億
四
千
百
万
円
）
が
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
外
貨
証
券
運
用
益
に
、
外
貨
預
け
金
利
子
の
う
ち
の
定
期
預
け
金
利
子
を
加
え
、
償
還
差
額
補

填
金
を
控
除
し
た
も
の
を
、
外
貨
証
券
と
外
貨
預
け
金
の
う
ち
の
定
期
預
け
金
と
の
合
計
額
で
除
し
た

数
値
が
、
外
為
特
会
の
財
務
書
類
で
は
、
運
用
資
産
利
回
り
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。
こ
れ
ら
運
用

資
産
利
回
り
を
表
4
の
一
行
目
に
示
し
た
が
、
利
回
り
は
年
々
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
運
用
資
産
利
回
り
と
、
先
に
計
算
し
た
為
券
利
率
（
表
4
の
二
行
目
、
こ
れ
は
表
1
の
三

行
目
の
再
掲
）
と
の
差
を
と
っ
た
値
を
、
表
4
の
三
行
目
に
示
し
た
。
運
用
資
産
利
回
り
と
為
券
利
率
と

の
差
（
単
位
は
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
）
は
、
平
成
二
十
二
年
度
の
後
か
ら
徐
々
に
縮
ま
っ
て
き
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ネ
ッ
ト
の
運
用
収
入
と
国
債
整
理
基
金
特
会
繰
入
額
と

の
差
額
（
表
3
の
三
行
目
）
が
、
平
成
二
十
四
年
度
を
境
に
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
。

金
利
差
が
縮
ま
っ
て
い
る
の
に
差
額
が
増
加
し
て
い
る
理
由
は
、
為
券
発
行
残
高
の
増
加
、
つ
ま
り
外

為
特
会
負
債
規
模
の
拡
大
に
あ
る
と
考
え
る
。

他
方
、
歳
入
項
目
の
一
つ
で
あ
る
外
国
為
替
等
売
買
差
益
は
、
外
国
為
替
の
売
買
を
行
っ
た
際
の
取

引
価
格
と
、
基
準
外
国
為
替
相
場
に
よ
っ
て
評
価
す
る
簿
価
と
の
差
額
を
計
上
す
る
。
表
5
は
外
為
特

会
決
算
書
か
ら
と
っ
た
、
各
年
度
の
外
国
為
替
等
売
買
差
益
の
数
字
で
あ
る
。
基
準
外
国
為
替
相
場
は
、

米
ド
ル
の
場
合
、
当
該
月
の
前
々
月
中
に
お
け
る
実
勢
相
場
の
平
均
値
と
し
て
財
務
大
臣
が
日
本
銀
行

本
店
に
お
い
て
公
示
す
る
相
場
と
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。
し
た
が
っ
て
、
円
が
増
価
す
る
局
面
で
外
為
特
会
が

表 4　外為特会運用資産利回り・為券利率・両者の差

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

運用資産利回り（%） 3.08 3.13 2.66 2.12 2.09 1.85

為券利率（%） 0.16 0.12 0.11 0.10 0.07 0.02

差（%ポイント） 2.92 3.01 2.55 2.02 2.02 1.83

出典：外為特会各年度財務書類。

注：運用資産利回りは、外為特会の各年度財務書類に記載された数字を用いた。

（
八
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二
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外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
資
金
調
達
へ
の
貢
献
と
同
特
別
会
計
積
立
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て
（
横
溝
）

九

外
貨
を
購
入
す
る
と
、
外
貨
の
取
引
価
格
が
基
準
相
場
で
評
価
さ
れ
た
簿
価
よ
り
も
低
く
な
る
こ
と
か
ら
、
外
国
為

替
差
益
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
円
が
減
価
す
る
局
面
で
外
為
特
会
が
外
貨
を
売
却
す
る
と
、
外

貨
の
取
引
価
格
が
基
準
相
場
で
評
価
さ
れ
た
簿
価
よ
り
も
高
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
ま
た
外
国
為
替
差
益
が

生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
表
5
に
よ
る
と
一
貫
し
て
差
益
が
発
生
し
て
い
る
が
、
外
為
特
会
は
円
が
増
価
す
る

局
面
で
外
貨
を
購
入
す
る
外
為
市
場
介
入
を
実
施
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
介
入
後
、
一
定
期
間
内
に
反
対
方
向
の

売
買
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
外
国
為
替
等
売
買
差
益
の
計
上
方
法
は
、
外
為
特
会
に

歳
入
を
増
や
し
や
す
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

3
．
決
算
上
剰
余
金
の
処
分

外
為
特
会
の
歳
入
か
ら
歳
出
を
引
い
て
求
め
ら
れ
る
決
算
上
剰
余
金
は
、
次
の
四
つ
に
振
り
分
け
ら
れ
て
き
た
。

外
国
為
替
資
金
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
か
、
外
為
特
会
の
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
る
か
、
翌
年
度
の
一
般
会
計

の
歳
入
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
か
、
翌
年
度
の
外
為
特
会
歳
入
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

外
為
特
会
積
立
金
は
、
外
為
特
会
が
債
務
超
過
と
な
ら
な
い
よ
う
、
発
生
し
う
る
為
替
差
損
と
見
合
う
よ
う
に
、

決
算
上
剰
余
金
か
ら
積
み
立
て
ら
れ
て
き
た
。
積
立
金
の
規
模
の
目
安
は
、
外
為
特
会
の
保
有
す
る
外
貨
資
産
の

一
〇
〇
分
の
三
〇
と
さ
れ
、
こ
れ
が
外
国
為
替
市
場
や
市
場
金
利
の
変
動
が
あ
っ
て
も
保
有
外
貨
資
産
に
発
生
す
る

評
価
損
を
下
回
ら
な
い
水
準
か
ら
出
さ
れ
た
数
字
と
さ
れ
て
い
た
（
14
）

。
し
か
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
に
施
行
さ

表 5　外為特会各年度の外国為替等売買差益（単位：百万円）

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

外国為替等売買差益 157,582 319,498 287,206 891,695 902,143 134,037

出典：外為特会各年度決算書。

（
八
三
三
）
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一
〇

れ
た
特
会
改
革
法
に
よ
り
積
立
金
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
平
成
二
十
五
年
度
末
時
点
の
積
立
金
は
、
外
国
為
替
資
金
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

結
果
、
外
国
為
替
資
金
と
積
立
金
と
の
あ
い
だ
に
、
こ
れ
ま
で
は
存
在
し
て
い
た
垣
根
が
取
り
除
か
れ
た
状
態
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
そ

の
結
果
、
平
成
二
十
六
年
度
以
降
発
生
す
る
剰
余
金
は
、
外
国
為
替
資
金
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
か
、
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
か
、

翌
年
度
の
外
為
特
会
歳
入
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
と
な
っ
た
。

積
立
金
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
財
投
預
託
さ
れ
て
い
る
外
為
特
会
の
円
資
金
に
対
応
し
て
い
た
（
15
）

。
そ
し
て
こ
の
財
投
預
託
さ
れ
た
円
資

金
は
、
そ
の
大
半
が
、
外
為
特
会
貸
借
対
照
表
上
の
資
産
と
な
る
、
円
貨
預
け
金
に
対
応
し
て
い
た
。
平
成
二
十
五
年
度
末
の
積
立
金
制

度
廃
止
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
財
務
省
が
出
し
て
い
る
『
平
成
二
十
六
年
度
特
別
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
円
貨
預
け

金
を
為
券
の
償
還
に
充
て
る
こ
と
で
為
券
残
高
の
増
加
を
抑
制
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
る
（
16
）

。
な
お
、
同
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
は
、
平
成

二
十
六
年
度
以
降
の
外
国
為
替
資
金
の
う
ち
、
旧
積
立
金
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
「
内
部
留
保
分
」
と
の
表
現
を
用
い
て
い
る
（
17
）

。

こ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
旧
外
国
為
替
資
金
と
旧
積
立
金
と
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
平
成

二
十
六
年
度
以
降
は
旧
積
立
金
が
、
外
国
為
替
資
金
の
中
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
見
え
に
く
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
言
う

な
ら
ば
、
為
券
を
発
行
し
て
調
達
し
た
資
金
の
一
部
を
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
財
投
預
託
す
る
円
資
金
を
含
め
て
積
み
立
て
て
お
く
代
わ

り
に
、
そ
の
分
も
外
貨
資
産
で
運
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
解
釈
で
き
る
。

先
に
、
運
用
資
産
利
回
り
と
外
為
証
券
利
率
と
の
差
（
表
4
の
三
行
目
）
は
、
徐
々
に
縮
ま
っ
て
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ネ
ッ

ト
の
運
用
収
入
と
国
債
整
理
基
金
特
会
繰
入
額
と
の
差
額
（
表
3
の
三
行
目
）
が
、
平
成
二
十
四
年
度
を
境
に
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
を

見
た
。
そ
の
際
、
金
利
差
が
縮
ま
っ
て
い
る
の
に
差
額
が
増
加
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
外
為
特
会
の
負
債
規
模
の
拡
大
、
つ
ま
り
為
券

発
行
残
高
の
増
加
を
挙
げ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
積
立
金
の
廃
止
は
、
外
為
特
会
資
産
を
、
外
為
特
会
の
歳
入
を
増
や
す
た
め
の
資
産
運
用

（
八
三
四
）



外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
資
金
調
達
へ
の
貢
献
と
同
特
別
会
計
積
立
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て
（
横
溝
）

一
一

に
よ
り
ま
わ
し
や
す
く
し
た
と
も
い
え
る
。
為
券
の
発
行
に
よ
っ
て
調
達

さ
れ
た
資
金
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
は
外
為
特
会
が
抱
え
る
各
種
リ
ス
ク
へ

の
緩
衝
材
と
し
て
保
有
さ
れ
て
い
た
円
資
金
を
円
の
ま
ま
で
運
用
す
る
よ

り
も
、
外
貨
資
産
で
の
運
用
と
の
垣
根
が
取
り
払
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

今
の
と
こ
ろ
は
高
い
利
回
り
が
見
込
め
る
外
貨
資
産
で
の
運
用
に
、
ま
わ

し
や
す
く
し
た
か
ら
で
あ
る
。

各
年
度
の
歳
入
か
ら
歳
出
を
引
い
て
決
算
上
剰
余
金
を
求
め
る
が
、
歳

入
に
は
前
年
度
か
ら
の
繰
り
越
し
に
あ
た
る
「
前
年
度
剰
余
金
受
入
」
が

含
ま
れ
て
い
る
。
決
算
上
剰
余
金
の
振
り
分
け
を
見
る
た
め
に
は
、
決
算

上
剰
余
金
（
表
6
の
一
行
目
）
か
ら
こ
の
前
年
度
剰
余
金
受
入
（
表
6
の
二
行

目
）
を
除
い
た
、
ネ
ッ
ト
の
決
算
上
剰
余
金
（
表
6
の
三
行
目
）
で
見
て
い
く

必
要
が
あ
る
。
決
算
上
剰
余
金
を
使
っ
た
、
翌
年
度
の
外
為
特
会
歳
入
へ

の
繰
入
れ
は
、
い
わ
ば
繰
越
金
に
相
当
す
る
た
め
、「
翌
年
度
の
外
為
特
会

歳
入
へ
の
繰
入
」
か
ら
「
前
年
度
剰
余
金
受
入
」
を
引
い
た
も
の
を
「
繰

越
金
」（
表
6
の
四
行
目
）
と
し
て
求
め
る
こ
と
に
す
る
。

た
と
え
ば
平
成
二
十
六
年
度
の
外
為
特
会
の
決
算
上
剰
余
金
は
三
兆
四

千
百
三
十
三
億
六
千
八
百
万
円
と
な
る
が
、
歳
入
に
前
年
度
剰
余
金
受
入

表 6　 ネットの剰余金・繰越金取崩と外国為替資金組入・積立金積立

・一般会計繰入の関係

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

剰余金 2,981,855 2,557,104 2,853,157 3,209,483 3,413,368

前年度剰余金受入 421,841 279,560 0 0 944,920

ネットの剰余金 2,560,014 2,277,544 2,853,157 3,209,483 2,468,448

繰越金 ‒142,281 ‒279,560 0 944,920 ‒516,588

外国為替資金組入 0 0 0 0 1,556,954

積立金積立 0 584,602 924,563 679,368 0

一般会計繰入 2,702,294 1,972,501 1,928,593 1,585,193 1,428,081

出典：外為特会各年度決算書。

注： ネットの剰余金と繰越金以外は、財務省がホームページで公表している

外為特会の各年度決算に記載された数字を用いた。

注：繰越金のマイナスは、繰越金の取り崩しを意味する。

（
八
三
五
）
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二

の
九
千
四
百
四
十
九
億
二
千
万
円
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
差
し
引
い
た
ネ
ッ
ト
の
剰
余
金
は
二
兆
四
千
六
百
八
十
四
億
四
千
八

百
万
円
と
な
る
。
さ
ら
に
剰
余
金
の
処
分
で
は
、
翌
年
度
の
歳
入
繰
入
が
四
千
二
百
八
十
三
億
三
千
二
百
万
円
で
あ
っ
た
（
表
6
に
は
数

字
を
挙
げ
て
い
な
い
）
が
、
前
年
度
の
剰
余
金
受
入
九
千
四
百
四
十
九
億
二
千
万
円
が
あ
っ
て
の
翌
年
度
歳
入
繰
入
で
あ
っ
た
た
め
、
繰
越

金
が
五
千
百
六
十
五
億
八
千
八
百
万
円
取
り
崩
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
平
成
二
十
六
年
度
の
外
国
為
替
資
金
へ

の
組
み
入
れ
一
兆
五
千
五
百
六
十
九
億
五
千
四
百
万
円
と
一
般
会
計
翌
年
度
歳
入
へ
の
繰
入
一
兆
四
千
二
百
八
十
億
八
千
百
万
円
は
、

ネ
ッ
ト
の
外
為
特
会
剰
余
金
二
兆
四
千
六
百
八
十
四
億
四
千
八
百
万
円
と
繰
越
金
の
取
り
崩
し
五
千
百
六
十
五
億
八
千
八
百
万
円
と
で

賄
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

表
6
に
は
、
外
国
為
替
資
金
組
入
・
積
立
金
積
立
・
一
般
会
計
繰
入
と
、
剰
余
金
か
ら
前
年
度
剰
余
金
受
入
を
除
い
た
ネ
ッ
ト
の
剰
余

金
・
繰
越
金
取
崩
と
の
関
係
を
見
る
た
め
に
、
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
そ
れ
ぞ
れ
の
金
額
を
挙
げ
て
あ
る
。
平
成
二
十
六
年
度
だ
け
で

な
く
、
平
成
二
十
二
、
二
十
三
年
度
に
も
、
繰
越
金
の
取
り
崩
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
表
か
ら
は
、
外
為
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
の
繰
入

が
、
外
為
特
会
の
各
年
度
で
の
ネ
ッ
ト
の
剰
余
金
を
用
い
る
の
み
な
ら
ず
、
繰
越
金
の
取
り
崩
し
ま
で
も
行
っ
て
、
一
貫
し
て
実
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

4
．
マ
ク
ロ
経
済
状
況
の
変
化
と
外
為
特
会
歳
出
超
過
の
可
能
性

今
後
、
金
融
緩
和
策
が
出
口
に
向
か
う
と
な
る
と
、
為
券
利
率
等
の
円
金
利
も
徐
々
に
上
昇
す
る
で
あ
ろ
う
。
円
金
利
が
外
貨
金
利
を

超
え
た
場
合
、
外
為
特
会
の
歳
入
と
な
る
運
用
収
入
が
、
歳
出
で
あ
る
国
債
整
理
基
金
特
会
繰
入
を
下
回
る
恐
れ
が
出
て
く
る
。
円
金
利

（
八
三
六
）



外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
資
金
調
達
へ
の
貢
献
と
同
特
別
会
計
積
立
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て
（
横
溝
）

一
三

が
上
昇
し
て
外
貨
金
利
を
上
回
る
場
合
、
外
為
特
会
に
決
算
上
剰
余
金
が
発
生
し
な
く
な
る
可
能
性
が
出
て
く
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

歳
出
超
過
が
発
生
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
円
金
利
が
外
貨
金
利
を
上
回
る
状
況
で
は
外
貨
資
産
を
売
却
、
為
券
を
償
還

し
て
、
外
為
特
会
の
規
模
を
縮
小
す
る
こ
と
が
早
急
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
外
国
為
替
資
金
を
円
貨
に
替
え
る
際
の
外
国
為
替
相
場

の
水
準
に
よ
っ
て
は
、
外
国
為
替
差
損
が
発
生
し
、
こ
れ
も
ま
た
、
外
為
特
会
で
歳
出
超
過
を
発
生
さ
せ
る
一
因
と
な
る
。

外
為
特
会
で
歳
出
超
過
が
発
生
し
た
場
合
、
ま
ず
は
旧
積
立
金
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
積
立
の
目
安

と
し
て
き
た
外
貨
資
産
の
一
〇
〇
分
の
三
〇
と
い
う
水
準
を
も
満
た
せ
て
い
な
い
旧
積
立
金
で
は
、
対
応
し
き
れ
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ

る
（
18
）

。
旧
積
立
金
が
外
国
為
替
資
金
に
含
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
旧
積
立
金
に
代
え
て
、
外
国
為
替
資
金
を
円
貨
に
替
え
て
歳

出
超
過
に
対
応
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
外
国
為
替
資
金
を
円
貨
に
替
え
る
際
の
外
国
為
替
相
場
の

水
準
に
よ
っ
て
は
、
外
国
為
替
差
損
が
発
生
す
る
。

旧
積
立
金
あ
る
い
は
外
国
為
替
資
金
を
充
て
る
こ
と
で
も
、
歳
出
超
過
に
対
応
で
き
な
い
場
合
に
は
、
特
別
会
計
法
第
六
条
を
根
拠
と

し
た
、
一
般
会
計
か
ら
外
為
特
会
へ
の
繰
入
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
円
金
利
と
外
貨
金
利
の
高
低
差
が
逆
転
す
る
と
、
外
為
特

会
の
持
続
可
能
性
が
脅
か
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
一
般
会
計
の
持
続
可
能
性
も
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
般
会
計
の
持
続
可
能
性

が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
、
さ
ら
な
る
円
金
利
の
上
昇
に
つ
な
が
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
現
状
で
は
順
調
に
進
ん
で
い
る
為
券
を
含
む
国
庫
短
期
証
券
の
借
り
換
え
が
今
後
も
同
様
に
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
点
も
、
借
り

換
え
が
円
金
利
に
与
え
る
影
響
か
ら
気
が
か
り
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
一
つ
に
は
借
り
換
え
の
頻
度
と
外
為
特
会
の
資
産
・
負
債

の
期
間
構
造
の
点
か
ら
、
も
う
一
つ
に
は
外
為
特
会
の
負
債
規
模
と
外
国
人
投
資
家
（
日
本
の
非
居
住
者
）
行
動
の
点
か
ら
で
あ
る
。
国
庫

短
期
証
券
の
借
り
換
え
が
う
ま
く
進
ま
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
同
証
券
の
一
度
期
の
売
却
が
、
円
金
利
の
急
激
な
上
昇
を
引
き
起
こ
す
こ

（
八
三
七
）
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一
四

と
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

外
為
特
会
で
は
、
満
期
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
内
の
短
期
で
調
達
し
た
資
金
を
、
外
貨
資
産
等
で

運
用
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
運
用
資
産
の
一
部
に
は
、
貸
付
期
間
は
五
年
で
、
さ
ら
に
必

要
に
応
じ
て
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
さ
れ
る
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
へ
の
外
貨
で
の
融
資
と
い
っ
た
長
期
資
産
も
あ

る
。ま

た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
外
為
証
券
の
発
行
限
度
額
は
一
度
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
が

元
に
戻
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
表
1
に
も
挙
げ
た
と
お
り
、
為
券
残
高
は
、
平
成
二
十
六
年
度
末
時

点
で
約
一
一
六
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。
財
務
省
が
公
表
し
て
い
る
対
外
資
産
負
債
残
高
統
計
に
よ
れ

ば
、
日
本
の
非
居
住
者
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
公
的
部
門
発
行
の
債
券
残
高
は
徐
々
に
増
加
し
て
い

る
（
表
7
）。
な
か
で
も
短
期
債
（
債
券
の
発
行
か
ら
償
還
ま
で
の
期
間
が
一
年
以
下
の
債
券
で
あ
り
、
国
庫

短
期
証
券
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
）
の
保
有
残
高
は
、
平
成
二
十
七
年
末
ま
で
の
一
年
間
で
急
激
に
増
加

し
て
お
り
、
平
成
二
十
七
年
末
時
点
に
お
い
て
約
六
一
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
債
券
保
有
残

高
に
占
め
る
短
期
債
の
割
合
で
見
る
と
同
時
点
で
中
長
期
債
の
割
合
を
上
回
っ
た
こ
と
に
着
目
す
る

必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
数
字
の
比
較
の
た
め
に
、
金
融
機
関
に
よ
る
日
銀
当
座
預
金
の
う
ち
、
超
過

準
備
に
あ
た
る
分
の
金
額
を
挙
げ
る
と
、
平
成
二
十
八
年
四
月
に
準
備
預
金
制
度
適
用
金
融
機
関
合

計
で
二
四
五
兆
円
と
な
っ
て
い
た
（
19
）

。
こ
の
超
過
準
備
額
は
、
非
居
住
者
が
保
有
す
る
公
的
部
門
発
行

短
期
債
券
残
高
の
四
倍
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
超
過
準
備
額
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
ま
た
国
庫
短
期
証

表 7　日本の非居住者によって保有される公的部門発行の債券残高（単位：億円）

H23年末 H24年末 H25年末 H26年末 H27年末

債券（公的部門） 852,200 894,260 917,200 1,026,510 1,189,950

うち中長期債 393,130 423,740 424,420 517,500 581,790

うち短期債 459,070 470,520 492,780 509,010 606,160

出典　財務省ホームページ「本邦対外資産負債残高」

注： 統計の形式が変更されたことによって、平成27年末の数字には公的部門

発行残高の代わりに、一般政府発行残高の数字を挙げた。

（
八
三
八
）



外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
資
金
調
達
へ
の
貢
献
と
同
特
別
会
計
積
立
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て
（
横
溝
）

一
五

券
に
つ
い
て
は
日
銀
が
従
来
よ
り
買
入
を
行
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
仮
に
非
居
住
者
に
よ
る
公
的
部
門
発
行
債
券
の
一
度
期
の
売
却
が

起
こ
っ
た
場
合
で
も
、
買
い
支
え
ら
れ
な
い
事
態
に
な
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
金
融
機
関
の
超
過
準
備
額

は
、
金
融
緩
和
策
の
結
果
、
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
国
庫
短
期
証
券
の
借
り
換
え
が
う
ま
く
進
ま
な
い
こ
と
、
ま
た
は

同
証
券
の
一
度
期
の
売
却
が
起
こ
ら
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

5
．
結
び

本
稿
で
は
、
外
為
特
会
の
決
算
書
お
よ
び
財
務
書
類
を
用
い
て
、
外
為
特
会
か
ら
一
般
会
計
へ
繰
り
入
れ
を
行
う
資
金
を
生
み
だ
す
仕

組
み
と
繰
り
入
れ
の
現
状
を
整
理
し
た
上
で
、
平
成
二
十
五
年
度
末
に
実
施
さ
れ
た
外
為
特
会
積
立
金
の
廃
止
が
、
同
特
別
会
計
の
持
続

可
能
性
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
れ
ま
で
目
立
た
な
い
形
で
一
般
会
計
の
資
金
源
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
こ
の
特
別
会
計
の

持
続
可
能
性
が
今
後
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
円
金
利
が
上
昇
す
る
時
、
具
体
的
に
は
金
融
緩
和
策
が
出
口
に
向
か
う
時
、

あ
る
い
は
国
庫
短
期
証
券
の
借
り
換
え
に
問
題
が
生
じ
る
時
や
同
証
券
の
売
却
超
過
が
生
じ
る
時
で
あ
ろ
う
。
円
金
利
が
外
貨
金
利
を
上

回
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
外
為
特
会
の
持
続
可
能
性
は
危
う
く
な
り
、
特
別
会
計
法
第
六
条
を
根
拠
と
し
て
、
一
般
会
計
か
ら
外
為
特
会
へ

の
繰
入
が
必
要
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
こ
の
外
為
特
会
の
持
続
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
一
般
会
計
か
ら
外
為
特
会
へ
の
繰
入
の
可

能
性
か
ら
、
同
時
に
、
日
本
国
の
一
般
会
計
の
持
続
可
能
性
を
検
討
す
る
一
助
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
1
） 

財
務
省
『
平
成
二
十
六
年
度
特
別
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』「
第
Ⅱ
編
特
別
会
計
各
論　

4
．
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
」p.59

よ
り
。

（
八
三
九
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

一
六

（
2
） 

た
だ
し
、
外
為
特
会
資
産
の
一
部
が
、
よ
り
信
用
リ
ス
ク
を
含
む
も
の
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記
述
は
、
す
で
に
横

溝
（
二
〇
一
四
）
で
行
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

（
3
） 
歳
入
に
は
そ
の
他
に
、
前
年
度
剰
余
金
受
入
が
あ
る
。

（
4
） 
外
為
特
会
財
務
書
類
に
あ
る
表
示
科
目
の
説
明
よ
り
。

（
5
） 

な
お
、
歳
出
で
最
も
大
き
な
割
合
を
占
め
る
の
は
諸
支
出
金
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
諸
支
出
金
の
ほ
と
ん
ど
が
償
還
差
額
補
填
金
で
あ
る
。

（
6
） 

外
国
為
替
資
金
証
券
は
、
政
府
短
期
証
券
（F

inancing B
ills: 

略
称
Ｆ
Ｂ
）
の
券
種
の
一
つ
で
あ
る
。
政
府
短
期
証
券
は
特
別
会
計
の
一
時

的
な
資
金
不
足
の
た
め
に
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
償
還
期
間
は
原
則
と
し
て
三
カ
月
と
な
っ
て
い
る
が
、
二
カ
月
、
六
カ
月
、
一
年
の
も
の
も
発

行
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
十
一
年
二
月
か
ら
政
府
短
期
証
券
は
、
割
引
短
期
国
債
と
の
統
合
発
行
が
開
始
さ
れ
、
国
庫
短
期
証
券
（T

reasury 

D
iscount B

ills: 

略
称T

-B
ill

）
と
い
う
統
一
名
称
の
も
と
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。

（
7
） 

表
1
は
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
上
、
平
成
二
十
一
年
度
以
降
の
数
字
を
挙
げ
た
。

（
8
） 

財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

外
国
為
替
平
衡
操
作
の
実
施
状
況
よ
り
。

U
R
L

　

http://w
w
w
.m
of.go.jp/international_policy/reference/feio/data.htm

（
9
） 

財
務
省
『
平
成
二
十
六
年
度
特
別
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』「
第
Ⅱ
編
特
別
会
計
各
論　

4
．
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
」P

.65

よ
り
。

（
10
） 

債
券
は
満
期
ま
で
保
有
す
れ
ば
額
面
で
戻
っ
て
く
る
か
ら
、
額
面
一
〇
〇
円
の
債
券
を
仮
に
一
〇
一
円
で
購
入
す
る
と
、
満
期
に
は
一
〇
〇
円

し
か
戻
っ
て
こ
な
い
。
こ
の
損
を
し
た
一
円
が
償
還
差
損
で
あ
る
。

（
11
） 

外
貨
建
運
用
収
入
以
外
の
運
用
収
入
と
し
て
は
、
円
貨
預
け
金
（
大
半
が
財
政
融
資
資
金
預
け
金
で
、
そ
れ
に
当
座
預
け
金
を
加
え
た
も
の
）

か
ら
の
運
用
収
入
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
12
） 

外
為
特
会
決
算
の
説
明
に
お
い
て
、
運
用
資
産
利
回
り
を
計
算
す
る
際
の
分
母
と
な
る
、
外
貨
証
券
と
外
貨
預
け
金
の
う
ち
の
定
期
預
け
金
と

の
合
計
額
に
は
、
当
該
年
度
末
残
高
と
前
年
度
末
残
高
と
の
平
均
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
13
） 

平
成
二
十
六
年
度
外
為
特
会
財
務
書
類
よ
り
。

（
14
） 

財
務
省
『
平
成
二
十
六
年
度
特
別
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』「
第
Ⅱ
編
特
別
会
計
各
論　

4
．
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
」p.67

よ
り
。

（
八
四
〇
）



外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
資
金
調
達
へ
の
貢
献
と
同
特
別
会
計
積
立
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て
（
横
溝
）

一
七

（
15
） 

財
務
省
『
平
成
二
十
六
年
度
特
別
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』「
第
Ⅱ
編
特
別
会
計
各
論　

4
．
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
」p.68

に
よ
る
と
、
特

別
会
計
法
第
八
三
条
第
四
項
に
基
づ
く
積
立
金
に
属
す
る
現
金
の
繰
替
使
用
等
の
た
め
、
積
立
金
と
財
政
融
資
資
金
預
託
金
の
金
額
は
一
致
し
な
い
。

（
16
） 
財
務
省
『
平
成
二
十
六
年
度
特
別
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』「
第
Ⅱ
編
特
別
会
計
各
論　

4
．
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
」p.68

よ
り
。

（
17
） 
財
務
省
『
平
成
二
十
六
年
度
特
別
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』「
第
Ⅱ
編
特
別
会
計
各
論　

4
．
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
」p.67

よ
り
。

（
18
） 

財
務
省
『
平
成
二
十
六
年
度
特
別
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』「
第
Ⅱ
編
特
別
会
計
各
論　

4
．
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
」p.67

に
よ
れ
ば
、
平

成
二
十
五
年
末
時
点
で
の
旧
積
立
金
は
、
外
為
特
会
保
有
外
貨
資
産
の
一
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

（
19
） 

日
本
銀
行
統
計
「
業
態
別
の
日
銀
当
座
預
金
残
高
」。

参
考
文
献

熊
倉
正
修
「
日
本
の
金
融
通
貨
政
策
と
財
政
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
」『
駒
大
経
営
研
究
』
第
四
七
巻
、
第
三
・
四
号
、p.1-51

、
二
〇
一
六
年
三
月
。

財
務
省
『
平
成
二
十
六
年
度
特
別
会
計
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』。

藤
井
亮
二
「
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
剰
余
金
の
発
生
と
一
般
会
計
繰
入
」『
経
済
の
プ
リ
ズ
ム
』N

o.129

、p.1-12

、
二
〇
一
四
年
九
月
。

横
溝
え
り
か
「
外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
と
援
助
」『
大
東
文
化
大
学
紀
要
・
社
会
科
学
編
』
第
五
二
号
、p.123-141

、
二
〇
一
四
年
三
月
。

横
溝
え
り
か
「
日
本
国
債
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
経
済
研
究
』
第
九
四
号
、p.219-236

、
二
〇
一
〇
年
三
月
。

（
八
四
一
）





韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
と
課
題
（
孔
）

一
九

Ⅰ　

は
じ
め
に

在
外
同
胞
政
策
と
は
、
母
国
の
国
籍
を
維
持
し
な
が
ら
海
外
で

居
住
し
て
い
る
在
外
国
民
と
、
母
国
の
国
籍
を
持
た
ず
に
外
国
で

居
住
し
て
い
る
外
国
国
籍
同
胞
に
対
す
る
政
策
を
い
う
。

韓
国
憲
法
に
お
い
て
在
外
同
胞
の
保
護
義
務
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
の
は
、
一
九
八
七
年
に
改
正
さ
れ
た
現
行
憲
法
が
初
め
て
で
あ

る
。
憲
法
第
二
条
第
二
項
は
「
国
家
は
法
律
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
在
外
国
民
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
」
と
明
記
し
て
、
国
家

の
在
外
同
胞
に
対
す
る
保
護
を
義
務
付
け
て
い
る
。
民
主
化
宣
言

が
行
わ
れ
た
一
九
八
七
年
以
前
に
も
国
民
の
海
外
移
住
や
在
外
同

胞
へ
の
支
援
な
ど
を
定
め
た
法
律
が
存
在
し
た
も
の
の
、
憲
法
に

そ
れ
が
明
記
さ
れ
た
の
は
民
主
化
宣
言
の
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

在
外
同
胞
に
対
す
る
本
格
的
な
関
心
は
、
冷
戦
体
制
の
崩
壊
に

伴
い
韓
ロ
と
韓
中
国
交
正
常
化
以
降
に
登
場
し
た
ロ
シ
ア
や

Ｃ
Ｉ
Ｓ
地
域
の
在
外
同
胞
（
高
麗
人
）
問
題
、
さ
ら
に
、
在
中
同

胞
の
処
遇
問
題
や
国
内
の
賃
金
上
昇
に
伴
う
海
外
か
ら
労
働
者
の

受
け
入
れ
問
題
な
ど
、
国
内
外
の
環
境
変
化
に
よ
り
触
発
さ
れ
た
。

一
九
四
八
年
以
降
、
韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
は
、
無
政
策
あ
る

い
は
在
外
同
胞
放
棄
の
時
代
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
彼
ら
を
国
家

韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
と
課
題

孔　
　
　
　
　

義　
　

植

研
究
ノ
ー
ト

（
八
四
三
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
〇

民
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
四
五
年
八
月
当
時
、
朝

鮮
半
島
全
体
の
人
口
は
、
約
二
五
〇
〇
万
人
程
度
で
、
海
外
同
胞

は
日
本
に
二
四
〇
万
人
、
中
国
に
一
七
〇
万
人
、
ソ
連
地
域
に

二
〇
万
人
、
欧
米
な
ど
に
三
万
人
な
ど
、
合
計
で
四
五
〇
万
人
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
字
は
全
体
の
人
口
の
約
一
八
％
に
当
た

る
（
1
）

。
こ
の
中
で
政
府
樹
立
以
前
ま
で
に
二
二
〇
万
人
が
帰
国
し
て

一
九
四
五
、
六
年
に
か
け
て
三
八
度
線
以
南
の
人
口
は

一
四
・
七
九
％
も
増
加
し
た

（
2
）

。

大
韓
民
国
政
府
樹
立
後
、
李
承
晩
大
統
領
は
「
民
族
が
団
結
す

れ
ば
生
き
残
り
、
分
裂
す
れ
ば
破
滅
す
る
」
と
言
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

を
掲
げ
て
海
外
に
い
る
自
国
民
の
帰
国
を
呼
び
か
け
た
。
彼
は
在

日
同
胞
の
帰
国
を
容
易
に
す
る
た
め
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
交
渉
し
て
帰
国

時
の
所
持
金
を
一
〇
〇
〇
円
か
ら
一
〇
万
円
に
引
き
上
げ
、
携
帯

で
き
る
貨
物
量
の
制
限
規
定
も
な
く
し
た
。
さ
ら
に
、
大
韓
民
国

臨
時
政
府
が
位
置
し
て
い
た
上
海
在
留
同
胞
の
帰
国
の
た
め
航
空

便
を
用
意
し
た
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
ビ
ル
マ
（
現
ミ
ャ
ン

マ
ー
）
に
抑
留
さ
れ
て
い
る
同
胞
の
救
出
を
指
示
し
た
り
し
た
。

一
九
四
九
年
八
月
に
は
外
国
に
滞
留
し
て
い
る
国
民
の
身
分
を
明

確
に
し
、
そ
の
保
護
の
た
め
に
「
在
外
国
民
登
録
令
」
を
制
定
す

る
な
ど
、
在
外
同
胞
問
題
に
取
り
組
み
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
植

の
経
済
発
展
の
た
め
の
人
的
資
源
と
し
て
利
用
し
た
時
代
を
経
て
、

政
府
に
よ
る
在
外
同
胞
へ
の
法
的
・
経
済
的
な
支
援
の
時
代
に
続

き
、
現
在
は
在
外
同
胞
社
会
と
母
国
社
会
と
の
互
恵
的
な
協
力
関

係
の
構
築
に
よ
る
共
栄
を
図
る
時
代
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
の
変
貌
の
背
景
に
は
、
政
治

的
な
要
因
と
し
て
権
威
主
義
か
ら
民
主
主
義
へ
の
発
展
が
、
経
済

的
な
要
因
と
し
て
経
済
発
展
に
伴
う
国
内
の
労
働
力
の
不
足
、
政

治
指
導
者
の
信
念
や
政
策
意
志
な
ど
が
、
国
際
的
要
因
と
し
て
冷

戦
体
制
の
崩
壊
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
拡
大
な
ど
が
、
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

本
稿
で
は
、
一
九
四
八
年
八
月
の
大
韓
民
国
政
府
樹
立
以
降
の

歴
代
政
権
の
在
外
同
胞
政
策
を
整
理
し
て
、
そ
の
内
容
や
課
題
、

そ
し
て
在
外
同
胞
社
会
が
本
国
に
要
請
す
る
政
策
内
容
と
そ
れ
に

対
す
る
本
国
政
府
の
対
応
を
ま
と
め
て
み
る
。

Ⅱ　

権
威
主
義
体
制
下
で
の
在
外
同
胞
政
策

一
．
李
承
晩
及
び
張
勉
政
権

植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
韓
国
政
府
に
お
い
て
海
外
同
胞

と
の
関
連
で
最
も
重
要
な
課
題
は
、
海
外
で
居
住
し
て
い
る
自
国

（
八
四
四
）
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二
一

同
胞
を
切
り
捨
て
た
「
棄
民
政
策
」
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
（
4
）

。
こ
れ
は
北
朝
鮮
が
在
日
同
胞
に
対
し
て
教
育
援
助
金
を
支
援

（
一
九
五
七
年
か
ら
）
し
た
り
、
帰
国
事
業
（
在
日
朝
鮮
人
の
北

送
事
業
）
を
通
じ
て
在
日
同
胞
を
祖
国
に
取
り
戻
し
た
り
し
た
こ

と
と
対
比
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
で
の
在
日
同
胞
の
法
的
地

位
は
不
安
定
に
な
り
、
一
〇
万
人
近
く
の
在
日
同
胞
が
北
朝
鮮
に

渡
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
ソ
連
に
残
さ
れ
た
同
胞
は
、
沿

海
州
か
ら
強
制
的
に
中
央
ア
ジ
ア
に
移
さ
れ
、
苦
難
の
時
代
を
強

い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
当
時
の
李
承
晩
政
権
は
こ
れ
に
何

の
対
応
も
し
な
か
っ
た
。

李
承
晩
政
権
は
、
在
外
同
胞
に
対
し
て
臨
機
応
変
的
な
措
置
は

取
っ
た
も
の
の
、「
在
外
国
民
登
録
法
」
を
除
け
ば
、
積
極
的
に

法
的
・
制
度
面
で
の
整
備
を
し
な
か
っ
た
。

一
九
六
〇
年
、
四
・
一
九
学
生
革
命
に
よ
り
発
足
し
た
第
二
共

和
国
の
張
勉
政
権
は
、
日
韓
関
係
の
正
常
化
を
掲
げ
て
一
九
六
〇

年
八
月
、
北
送
事
業

（
5
）

阻
止
な
ど
を
含
む
外
交
政
策
を
発
表
し
、
日

韓
会
談
の
再
開
と
在
日
同
胞
に
対
す
る
経
済
支
援
及
び
教
育
支
援
、

在
日
同
胞
資
本
の
国
内
導
入
な
ど
を
約
束
し
た

（
6
）

。
し
か
し
、
第
五

次
日
韓
会
談
が
平
和
線
問
題
（
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ン
の
廃
止

を
目
前
と
し
た
一
九
五
二
年
一
月
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て

民
地
支
配
や
米
軍
政
か
ら
独
立
し
た
ば
か
り
の
李
承
晩
政
権
に

と
っ
て
、
在
外
同
胞
の
た
め
の
実
質
的
な
救
済
や
支
援
を
行
う
余

裕
は
な
か
っ
た
。
国
内
の
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
な
混
乱
が

続
く
中
、
貧
困
問
題
が
特
に
深
刻
で
、
米
国
の
食
糧
援
助
に
頼
っ

て
い
た
李
承
晩
政
権
と
し
て
は
帰
国
者
に
対
す
る
食
糧
、
住
居
、

職
業
、
教
育
、
治
安
維
持
な
ど
を
提
供
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
在
日
同
胞
な
ど
は
帰
国
を
た
め
ら
い
、
帰
国
し
た

人
々
の
一
部
は
日
本
に
Ｕ
タ
ー
ン
す
る
な
ど
、
在
外
同
胞
に
と
っ

て
母
国
は
頼
り
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
経

済
・
社
会
事
情
に
よ
り
政
府
が
積
極
的
な
在
外
同
胞
政
策
を
取
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
李
承
晩
大
統
領
の
個
人
的
な
信
念
も
在

外
同
胞
の
帰
国
に
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
米
国
で
独
立

運
動
を
展
開
し
て
い
た
彼
は
大
韓
民
国
の
国
是
と
し
て
「
反
日
・

反
共
」
を
掲
げ
、
日
本
と
ソ
連
に
否
定
的
な
態
度
を
取
り
続
け
た
。

李
承
晩
政
権
は
、
在
日
同
胞
を
親
日
派
、
ソ
連
や
中
国
に
居
住
し

て
い
た
人
々
を
共
産
主
義
者
と
み
な
し
て
彼
ら
の
帰
国
を
難
し
く

し
た

（
3
）

。
李
承
晩
大
統
領
の
帰
国
の
呼
び
か
け
に
耳
を
傾
け
ず
帰
国

を
た
め
ら
う
在
日
同
胞
に
対
し
て
、
ほ
と
ん
ど
支
援
策
を
構
え
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
日
本
に
対
す
る
李
承
晩
大
統
領
の
憎
悪
が
在

日
同
胞
に
向
け
ら
れ
、
李
承
晩
政
権
の
在
日
同
胞
政
策
は
、
在
日

（
八
四
五
）
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第
五
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巻
第
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（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

二
二

ら
の
送
金
が
国
内
の
経
済
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
さ
ら
に
、

朴
正
熙
政
権
は
一
九
六
三
年
に
関
税
法
を
改
正
し
て
在
外
同
胞
の

財
産
搬
入
を
許
可
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
六
三
年
七
月
か
ら

一
二
月
の
間
に
二
〇
六
件
、
二
五
六
九
万
ド
ル
が
国
内
に
入
っ
て

き
た
と
推
定
さ
れ
る

（
8
）

。

海
外
移
民
の
増
加
に
伴
い
在
外
同
胞
か
ら
の
要
求
も
増
え
、
在

日
民
団
は
「
僑
民
庁
」
設
立
な
ど
民
団
強
化
案
を
要
請
し
た
。
朴

正
熙
政
権
は
こ
れ
に
応
じ
て
、
一
九
六
九
年
に
在
外
国
民
の
指

導
・
保
護
・
育
成
に
関
す
る
基
本
政
策
の
樹
立
と
関
係
部
署
の
業

務
調
整
に
対
す
る
諮
問
機
関
と
し
て
「
在
外
国
民
指
導
諮
問
委
員

会
」
を
設
置
し
て
、「
在
日
僑
胞
実
態
調
査
団
」
を
日
本
に
派
遣

し
た
。
さ
ら
に
、
在
外
同
胞
問
題
を
担
当
す
る
部
署
を
外
務
部
の

僑
民
課
か
ら
領
事
僑
民
局
に
段
階
的
に
拡
大
し
て
、
在
外
国
民
保

護
と
領
事
業
務
を
担
当
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
が
、
朴
正
熙
政
権
は
、
日
本
と
の
国
交
正
常
化
交
渉
の

際
に
在
日
朝
鮮
人
の
法
的
地
位
の
改
善
を
求
め
た
在
日
同
胞
の
要

求
に
答
え
ら
れ
ず
、
在
日
同
胞
に
対
す
る
「
反
共
教
育
」
と
「
親

韓
国
化
」
教
育
を
強
化
す
る
な
ど
、
国
内
政
治
の
延
長
線
で
政
策

を
取
り
続
け
た
。
海
外
移
住
を
可
能
に
す
る
法
的
根
拠
（
海
外
移

住
法
）
を
作
り
、
在
外
国
民
の
保
護
の
た
め
の
関
連
部
署
の
拡
大

李
承
晩
政
権
が
海
洋
主
権
宣
言
に
基
づ
き
、
日
本
海
・
東
シ
ナ
海

に
設
定
し
た
境
界
線
）
や
請
求
権
問
題
で
対
立
し
て
中
断
す
る
な

ど
、
掲
げ
た
約
束
を
実
行
す
る
こ
と
も
な
く
、
北
送
事
業
の
延
長

協
定
な
ど
も
阻
止
で
き
な
い
ま
ま
一
九
六
一
年
五
月
に
起
き
た
軍

事
ク
ー
デ
タ
ー
よ
り
終
わ
り
を
迎
え
た
。

二
．
朴
正
熙
政
権

軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
政
権
を
握
っ
た
朴
正
熙
政
権
は
、
権
力
の

正
当
性
確
保
を
経
済
開
発
に
求
め
、
在
外
同
胞
政
策
も
そ
の
延
長

線
で
推
進
し
た
。
朴
正
熙
政
権
は
、
一
九
六
二
年
に
海
外
移
住
の

制
限
規
定
、
移
住
種
類
、
移
住
申
告
、
移
住
斡
旋
、
永
住
帰
国
申

告
、
海
外
移
住
者
の
財
産
搬
出
、
移
住
斡
旋
事
業
の
登
録
な
ど
を

内
容
と
す
る
「
海
外
移
住
法
」
を
制
定
し
た
。
こ
れ
は
当
時
、
韓

国
が
直
面
し
て
い
た
貧
困
、
人
口
増
加
、
失
業
な
ど
を
解
決
す
る

目
的
で
、
国
内
労
働
力
を
海
外
に
送
出
し
て
ド
ル
を
稼
ぐ
と
と
も

に
増
え
つ
つ
あ
る
人
口
問
題
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
一
石
二
鳥
の

効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
に
よ
り
多
く
の
韓
人

が
自
主
的
に
中
南
米
・
北
米
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
移
住
す
る
こ
と
に

な
り
、
一
九
六
五
年
の
米
国
の
移
民
法
の
改
正
と
相
ま
っ
て
米
国

へ
の
移
民
を
後
押
し
た
。
ま
た
、
約
七
九
〇
〇
人
が
鉱
夫
と
し
て
、

一
万
二
二
六
人
が
看
護
師
と
し
て
ド
イ
ツ
に
派
遣
さ
れ

（
7
）

、
彼
ら
か

（
八
四
六
）
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二
三

さ
ら
に
、
一
九
八
四
年
に
は
「
海
外
移
住
政
策
審
議
委
員
会
」
を
、

一
九
八
五
年
に
は
「
在
外
国
民
政
策
審
議
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
、

在
外
国
民
の
保
護
・
育
成
に
関
す
る
政
策
の
審
議
・
調
整
を
図
っ

た
。
委
員
会
の
審
議
事
項
は
、
在
外
国
民
の
定
着
支
援
、
在
外
国

民
の
法
的
・
社
会
的
地
位
の
向
上
、
在
外
国
民
と
母
国
と
の
関
係

強
化
、
在
外
国
民
の
経
済
活
動
支
援
、
そ
の
他
、
在
外
国
民
の
保

護
・
育
成
に
必
要
な
事
項
と
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
委
員
会
は
、

北
米
地
域
同
胞
社
会
に
お
け
る
第
二
の
総
連
（
在
日
本
朝
鮮
人
総

連
合
会
）
勢
力
の
結
集
を
妨
害
す
る
な
ど
、
在
外
同
胞
の
理
念
問

題
へ
の
対
策
を
主
な
仕
事
と
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
全
斗

煥
政
権
の
在
米
同
胞
政
策
は
、
在
米
韓
人
教
会
及
び
同
胞
言
論
善

導
対
策
、
在
外
同
胞
青
少
年
善
導
対
策
な
ど
、
主
に
在
米
同
胞
の

反
政
府
運
動
を
監
視
・
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
は
韓
国

で
民
主
化
運
動
を
主
導
し
た
金
大
中
氏
が
米
国
に
亡
命
し
て
、
全

斗
煥
政
権
打
倒
を
目
標
に
活
動
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

一
九
八
七
年
に
行
わ
れ
た
民
主
化
宣
言
に
よ
り
韓
国
で
民
主
化
の

期
待
が
高
ま
る
中
、
米
国
の
在
外
同
胞
団
体
の
「
米
州
韓
人
会
総

連
合
会
」
は
声
明
を
発
表
し
て
「
民
主
憲
法
制
定
に
対
す
る
米
州

同
胞
の
建
議
書
」
を
政
府
に
提
出
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
㊀
民
主

憲
法
の
制
定
、
㊁
憲
法
で
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
時
代
精
神
の
明

や
在
外
同
胞
の
財
産
搬
入
を
可
能
と
す
る
制
度
改
善
な
ど
を
行
っ

た
が
、
こ
う
し
た
政
策
は
、
在
外
同
胞
の
保
護
や
支
援
よ
り
は
国

内
の
経
済
発
展
と
南
北
朝
鮮
の
理
念
対
立
で
優
位
を
占
め
る
た
め

の
政
策
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

三
．
全
斗
煥
政
権

一
九
七
九
年
の
大
統
領
暗
殺
事
件
後
の
混
乱
を
利
用
し
て
軍
事

ク
ー
デ
タ
ー
で
政
権
を
掌
握
し
た
全
斗
煥
政
権
は
、
朴
正
熙
政
権

の
独
裁
体
制
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
、
政
権
維
持
の
た
め
に

様
々
な
形
で
国
民
を
統
制
、
抑
圧
す
る
政
治
を
行
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
政
治
権
力
の
獲
得
過
程
に
お
け
る
正
当
性
の
欠
如
や
支
配
方

法
の
非
民
主
性
は
彼
の
在
外
同
胞
政
策
に
も
反
映
さ
れ
た
。

一
九
八
〇
年
代
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
在
外
同
胞
数
も

三
五
〇
万
人
に
達
し
た
。
母
国
は
、
在
外
同
胞
の
保
護
・
支
援
だ

け
で
な
く
在
外
同
胞
社
会
を
有
機
的
に
組
織
・
連
携
さ
せ
、
母
国

と
の
関
係
を
密
接
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
在
外
同
胞
の
権
益
拡
大

や
母
国
で
の
法
的
地
位
の
確
保
な
ど
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
全
斗
煥
政
権
は
、
一
九
八
二
年
に
海
外
移
住
法
と
政
府
組
織

を
改
編
し
て
、
保
健
社
会
部
に
所
属
し
て
い
た
海
外
移
住
業
務
を

外
務
部
の
領
事
僑
民
局
に
移
転
さ
せ
、
海
外
移
住
と
在
外
国
民
管

理
を
統
合
し
て
外
務
部
内
の
独
立
し
た
組
織
と
し
て
拡
大
し
た
。

（
八
四
七
）
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二
四

の
南
北
自
由
往
来
、
社
会
主
義
国
家
と
の
関
係
改
善
な
ど
を
明
示

し
た
「
民
族
自
尊
と
統
一
繁
栄
の
た
め
の
大
統
領
特
別
宣
言

（
七
・
七
宣
言
）」
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
、
北
朝
鮮
を
は
じ
め
と

す
る
社
会
主
義
国
家
と
の
交
流
・
交
易
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り

南
北
間
の
緊
張
を
緩
和
し
、
中
国
・
ソ
連
な
ど
の
社
会
主
義
国
家

と
の
関
係
改
善
を
図
る
開
放
政
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
に
よ
り

韓
国
は
一
九
九
〇
年
に
は
ソ
連
と
、
一
九
九
二
年
に
は
中
国
と
、

そ
れ
ぞ
れ
国
交
を
正
常
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
東
西
冷
戦
体
制
下

で
本
国
と
の
交
流
が
断
絶
し
て
い
た
中
国
の
朝
鮮
族
や
ソ
連
及
び

Ｃ
Ｉ
Ｓ
地
域
に
居
住
す
る
韓
人
同
胞
の
本
国
と
の
関
係
が
緊
密
化

し
始
め
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
地
域
や
国
家
に
居
住
す
る
韓
人
も

在
外
同
胞
の
範
疇
に
入
り
、
韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
の
対
象
と

な
っ
た
。
盧
泰
愚
政
権
の
北
方
政
策
と
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

開
催
は
、
社
会
主
義
国
家
に
居
住
す
る
韓
人
同
胞
が
韓
国
を
母
国

と
認
識
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
盧
泰
愚
政
権
は
北
朝
鮮
の
影

響
下
に
置
か
れ
て
い
る
中
国
や
ソ
連
及
び
Ｃ
Ｉ
Ｓ
地
域
に
居
住
す

る
韓
人
同
胞
を
韓
国
の
生
活
・
文
化
圏
に
編
入
さ
せ
る
た
め
、
い

わ
ゆ
る
「
広
開
土
計
画

（
10
）

」
を
立
て
こ
の
地
域
の
韓
人
同
胞
に
対
す

る
支
援
を
試
み
た
が
、
中
国
や
ソ
連
と
の
政
治
的
な
摩
擦
を
懸
念

し
て
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

記
、
㊂
人
口
政
策
や
国
民
経
済
の
安
定
の
た
め
の
移
民
政
策
か
ら

社
会
政
策
的
な
移
民
政
策
へ
の
転
換
、
㊃
海
外
居
住
者
の
た
め
の

特
別
法
の
制
定

（
9
）

、
㊄
海
外
同
胞
人
材
へ
の
門
戸
開
放
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
連
合
会
は
複
数
国
籍
許
容
と
海
外
民
族
庁
の
設
置
を
要

請
し
た
が
、
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
全
斗
煥
政
権
の
在
外
同
胞
政
策
は
、
在
外
同
胞
の

権
益
向
上
や
法
的
地
位
の
拡
大
で
は
な
く
、
体
制
維
持
の
た
め
に

国
家
権
力
を
利
用
し
て
内
国
民
と
同
様
に
在
外
同
胞
社
会
を
統

制
・
管
理
す
る
こ
と
に
目
的
が
置
か
れ
て
い
た
。
権
力
の
正
統
性

を
欠
い
た
全
斗
煥
政
権
と
し
て
は
、
在
外
同
胞
の
民
主
化
要
求
や

在
外
同
胞
政
策
の
変
化
要
求
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

四
．
盧
泰
愚
政
権

全
斗
煥
政
権
の
政
治
基
盤
を
受
け
継
い
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開

催
さ
れ
た
一
九
八
八
年
に
発
足
し
た
盧
泰
愚
政
権
は
、
一
九
八
〇

年
代
の
冷
戦
体
制
の
崩
壊
と
い
う
国
際
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
社

会
主
義
国
家
と
の
関
係
改
善
を
図
る
い
わ
ゆ
る
「
北
方
政
策
」
を

掲
げ
て
南
北
朝
鮮
関
係
の
改
善
や
中
国
、
ソ
連
を
初
め
と
す
る
東

欧
圏
国
家
と
の
国
交
正
常
化
を
積
極
的
に
推
進
し
た
。
盧
泰
愚
政

権
は
、
同
年
七
月
七
日
に
南
北
同
胞
間
の
相
互
交
流
と
海
外
同
胞

（
八
四
八
）
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二
五

住
国
と
の
間
で
外
交
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
権

威
主
義
や
軍
部
独
裁
体
制
下
で
の
在
外
同
胞
政
策
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
通
じ
た
母
国
政
府
と
在
外
同
胞
、

在
外
同
胞
相
互
間
の
疎
通
と
協
力
関
係
を
妨
げ
た

（
12
）

。

Ⅲ　

民
主
化
以
降
の
在
外
同
胞
政
策

一
．
金
泳
三
政
権

金
泳
三
大
統
領
は
、
一
九
九
三
年
二
月
に
行
っ
た
大
統
領
就
任

演
説
で
、「
い
か
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
思
想
も
民
族
よ
り
重
要

で
は
な
い
」
と
言
い
、
今
後
、
国
内
外
の
同
胞
が
力
を
合
わ
せ
て

国
際
社
会
で
の
役
割
と
責
任
を
果
た
す
誇
り
高
き
韓
民
族
時
代
を

拓
い
て
い
く
こ
と
を
力
説
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
つ
つ
あ
る
国

際
社
会
で
韓
民
族
の
発
展
の
た
め
に
は
国
内
だ
け
で
は
な
く
在
外

同
胞
と
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
と
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
世
界
的

な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
な
か
、
韓
国
の
国
際
化
に
在
外
同
胞
を

活
用
し
、
同
時
に
国
際
社
会
で
の
在
外
同
胞
の
地
位
を
高
め
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
金
泳
三
政
権
は
、

一
九
九
三
年
五
月
に
大
統
領
直
属
の
「
僑
民
秘
書
官
制
」
を
新
設

し
て
在
外
同
胞
社
会
か
ら
直
接
意
見
を
聞
く
こ
と
に
し
た
。
さ
ら

盧
泰
愚
政
権
は
冷
戦
体
制
の
解
体
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に

乗
っ
て
在
外
同
胞
庁
の
設
置
や
複
数
国
籍
の
許
容
、
海
外
人
材
に

対
す
る
門
戸
開
放
な
ど
、
在
外
同
胞
社
会
の
要
求
を
取
り
入
れ
る

環
境
が
整
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
積
極
的
に
応
じ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
民
主
化
宣
言
以
降
、
噴
出
す
る
国
内
の
政

治
的
な
要
求
な
ど
に
十
分
に
対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
軍
事
政
権
の

限
界
と
い
う
面
と
、
盧
泰
愚
大
統
領
の
在
外
同
胞
政
策
に
対
す
る

認
識
や
意
志
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
権
威
主
義
や
軍
部
独
裁
体
制
下
で
は
、

国
家
が
在
外
同
胞
を
内
国
民
と
同
一
視
し
て
政
治
・
経
済
・
行
政

な
ど
の
諸
分
野
で
彼
ら
を
統
制
・
管
理
し
よ
う
と
す
る
政
策
を
と

り
続
け
た
。
さ
ら
に
、
在
外
同
胞
を
経
済
的
な
事
情
が
厳
し
い
と

い
う
理
由
で
放
棄
し
た
り
、
国
内
経
済
発
展
の
た
め
の
人
的
資
源

と
み
な
し
た
り
し
た
。
そ
の
結
果
、
在
外
同
胞
の
母
国
に
対
す
る

反
感
が
高
ま
り
、
独
裁
反
対
や
民
主
化
運
動
な
ど
の
反
政
府
勢
力

を
支
援
す
る
動
き
が
現
れ
た

（
11
）

。
さ
ら
に
、
軍
部
独
裁
体
制
下
で
は

在
外
同
胞
を
南
北
の
理
念
対
立
と
体
制
維
持
に
利
用
し
た
た
め
、

日
本
で
は
民
団
と
総
連
の
対
立
が
深
ま
り
、
在
米
同
胞
社
会
に
お

い
て
も
韓
国
と
北
朝
鮮
を
支
持
す
る
勢
力
に
分
裂
し
て
葛
藤
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
在
外
同
胞
政
策
は
、
在
外
同
胞
の
居

（
八
四
九
）
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二
六

政
策
の
再
考
、
㊁
世
界
化
推
進
に
お
け
る
在
外
同
胞
活
用
及
び
支

援
の
改
善
、
㊂
在
外
同
胞
の
国
内
活
動
の
増
大
、
㊃
在
外
同
胞
支

援
体
制
の
整
備
な
ど
で
あ
っ
た

（
13
）

。
こ
う
し
た
支
援
や
協
力
関
係
を

構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
在
外
同
胞
支
援
を
活
性
化
す
る
と
同
時

に
、
在
外
同
胞
の
経
済
的
な
力
量
や
潜
在
力
を
韓
国
の
世
界
化
推

進
に
活
用
し
よ
う
と
し
た
。

一
九
九
六
年
に
は
、
政
府
の
在
外
同
胞
政
策
を
調
整
・
審
議
す

る
「
在
外
同
胞
政
策
委
員
会
」
が
政
府
内
に
設
置
さ
れ
た
。
こ
の

委
員
会
で
は
、
在
外
同
胞
政
策
の
基
本
目
標

（
14
）

及
び
政
策
の
方
向
性

と
対
象
別
・
地
域
別
の
在
外
同
胞
政
策
の
樹
立
、
在
外
同
胞
支
援

体
制
の
強
化
な
ど
を
目
標
と
し
て
、
在
外
同
胞
に
対
す
る
法
的
・

制
度
的
な
支
援
策
を
具
体
的
に
明
示
し
た
。
そ
の
あ
と
、

一
九
九
七
年
に
は
「
在
外
同
胞
財
団
法
」
が
制
定
さ
れ
、
か
つ
政

府
の
在
外
同
胞
問
題
を
総
合
的
に
担
当
す
る
「
在
外
同
胞
財
団
」

が
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
外
同
胞
問
題
に
対
す
る
法
律

制
定
と
制
度
化
が
具
体
化
し
た
。「
在
外
同
胞
財
団
」
は
、
法
律

制
定
だ
け
で
な
く
在
外
同
胞
が
民
族
的
な
所
属
意
識
を
高
め
て
居

住
国
で
模
範
的
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
教
育
や
経
済
、
韓
商

（
15
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
同
胞
の
交
流
拡
大
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野

で
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

に
、
同
年
八
月
に
は
「
在
外
国
民
政
策
審
議
委
員
会
」
を
設
置
し

て
従
来
の
在
外
同
胞
政
策
の
問
題
点
を
反
省
し
、
在
外
同
胞
政
策

の
見
直
し
を
図
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
在
外
同
胞
に
対
す

る
管
理
・
統
制
中
心
の
政
策
と
異
な
る
新
在
外
同
胞
政
策
を
発
表

し
た
。
そ
の
内
容
は
、
㊀
在
外
同
胞
が
韓
人
と
し
て
の
矜
持
を
持

ち
な
が
ら
居
住
国
に
ス
ム
ー
ズ
に
定
着
し
て
居
住
国
の
構
成
員
と

し
て
責
任
と
役
割
を
果
た
す
こ
と
、
㊁
南
北
の
理
念
的
・
政
治
的

対
決
を
避
け
て
、
同
胞
社
会
の
結
束
を
図
る
こ
と
、
㊂
在
外
同
胞

の
母
国
で
の
経
済
活
動
を
奨
励
す
る
こ
と
、
㊃
在
外
同
胞
業
務
を

海
外
公
館
へ
の
一
元
化
す
る
こ
と
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
目
標
を
達
成
す
る
た
め
金
泳
三
政
権
は
、
伝
統
文
化
教
育
の
強

化
、
在
外
同
胞
の
自
立
の
た
め
の
経
済
支
援
の
拡
大
、
在
外
同
胞

社
会
の
結
束
の
た
め
の
支
援
活
動
の
強
化
、
在
外
同
胞
の
国
内
で

の
経
済
活
動
を
奨
励
す
る
た
め
の
法
律
や
制
度
の
整
備
な
ど
を
推

進
し
た
。
つ
ま
り
、
従
来
の
本
国
中
心
の
在
外
同
胞
政
策
か
ら
在

外
同
胞
の
権
益
を
重
視
す
る
在
外
同
胞
中
心
の
政
策
へ
と
方
向
転

換
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
九
五
年
に
官
民
合
同
の
「
世

界
化
推
進
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
、
韓
国
の
世
界
化
を
推
進
す
る

な
か
、
世
界
化
の
戦
略
課
題
の
一
つ
と
し
て
「
在
外
同
胞
社
会
の

活
性
化
支
援
方
案
」
を
設
定
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
㊀
在
外
同
胞

（
八
五
〇
）
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二
七

国
と
滞
在
及
び
母
国
で
の
経
済
活
動
上
の
制
約
を
緩
和
す
る
内
容

で
あ
っ
た
。
当
初
、
韓
国
籍
を
所
持
し
た
在
外
国
民
だ
け
で
な
く

出
入
国
管
理
所
で
在
外
同
胞
登
録
を
済
ま
し
た
外
国
籍
同
胞
に
も

在
外
同
胞
登
録
証
を
発
給
し
て
、
二
年
間
の
滞
在
を
認
め
、
そ
の

再
延
長
も
可
能
と
し
た
。
外
国
籍
同
胞
に
は
単
純
労
働
以
外
の
職

種
へ
の
就
業
を
認
め
た
う
え
、
外
交
・
国
防
・
司
法
分
野
以
外
の

公
職
へ
の
就
任
も
開
放
し
た
。
ま
た
、
九
〇
日
以
上
国
内
に
居
住

し
た
外
国
籍
同
胞
が
国
民
年
金
と
健
康
保
険
に
加
入
で
き
る
よ
う

に
も
し
た
。
さ
ら
に
、
軍
事
施
設
保
護
区
域
を
除
外
し
た
す
べ
て

の
土
地
取
得
も
認
め
、
国
内
の
金
融
取
引
に
も
内
国
人
と
区
別
し

な
い
内
容
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
在
日
同
胞
か
ら
日
本
に
帰
化
し

な
い
ま
ま
国
籍
を
固
守
し
て
き
た
同
胞
と
帰
化
し
た
韓
国
系
日
本

人
が
同
等
の
地
位
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
問
題
が
提
起
さ

れ
、
在
外
同
胞
登
録
証
と
公
職
就
任
に
関
す
る
条
項
を
削
除
し
た

内
容
と
な
っ
た
。
な
お
当
時
、
こ
の
法
律
で
は
二
百
五
十
万
人
に

の
ぼ
る
在
中
同
胞
と
在
ロ
同
胞
、
そ
れ
に
Ｃ
Ｉ
Ｓ
地
域
の
同
胞
が

適
応
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
が
、
法
律
施
行
前
に
憲
法
裁
判
所
の

憲
法
不
適
合
判
定
を
受
け
、
そ
の
後
の
改
正
に
よ
り
在
中
・
在
ロ

同
胞
と
Ｃ
Ｉ
Ｓ
地
域
の
同
胞
も
こ
の
法
律
の
適
応
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。

金
泳
三
大
統
領
は
、
多
く
の
在
外
同
胞
か
ら
要
請
を
受
け
て
い

た
在
外
同
胞
問
題
を
専
従
の
政
府
機
関
の
「
僑
民
庁
」
の
設
置
と

「
複
数
国
籍
」
の
許
容
問
題
に
も
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た

が
、
関
連
部
署
で
あ
る
文
化
広
報
部
・
労
働
部
・
教
育
部
の
反
対

や
在
外
同
胞
居
住
国
と
の
政
治
的
な
摩
擦
な
ど
を
理
由
と
す
る
反

対
に
遭
い
、
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
従
来
の
本
国
中
心
の
在
外
同
胞
政
策
を
在
外
同
胞

中
心
に
変
え
、
法
律
や
制
度
の
整
備
を
行
っ
た
金
泳
三
政
権
の
在

外
同
胞
政
策
は
、
次
期
政
権
に
受
け
継
が
れ
、
発
展
を
重
ね
る
こ

と
に
な
っ
た
。

二
．
金
大
中
政
権

韓
国
経
済
は
一
九
九
七
年
に
金
融
危
機
に
陥
り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
管

理
下
に
入
る
事
態
と
な
っ
た
。
一
九
九
八
年
二
月
、
金
大
中
政
権

は
こ
う
し
た
金
融
危
機
の
克
服
と
い
う
大
き
な
課
題
を
背
負
っ
て

発
足
し
た
。
こ
う
し
た
危
機
状
況
で
出
発
し
た
金
大
中
政
権
の
在

外
同
胞
政
策
は
、
韓
国
経
済
の
復
興
に
在
外
同
胞
の
経
済
力
を
最

大
限
活
用
す
る
方
向
で
推
進
さ
れ
た
。
金
大
中
政
権
は
一
九
九
九

年
一
二
月
に
「
在
外
同
胞
法
（
在
外
同
胞
の
出
入
国
と
法
的
地
位

に
関
す
る
法
律
）」
及
び
「
在
外
同
胞
の
出
入
国
と
法
的
地
位
に

関
す
る
施
行
令
」
を
制
定
し
た
。
こ
の
法
律
は
在
外
同
胞
の
出
入

（
八
五
一
）
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二
八

い
う
厳
し
い
経
済
状
況
の
中
で
在
外
同
胞
と
の
協
力
関
係
を
強
化

す
る
た
め
、
在
外
同
胞
の
出
入
国
と
滞
在
及
び
母
国
で
の
経
済
活

動
上
の
制
約
を
緩
和
す
る
方
向
で
行
わ
れ
た
。
同
時
に
在
外
同
胞

の
力
量
や
潜
在
力
を
国
内
経
済
に
連
携
す
る
た
め
の
人
的
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
構
築
に
力
が
入
れ
ら
れ
、
そ
の
後
、
各
分
野
で
の
在
外

同
胞
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
が
活
発
に
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

三
．
盧
武
鉉
政
権

二
〇
〇
三
年
に
発
足
し
た
盧
武
鉉
政
権
の
在
外
同
胞
政
策
は
、

金
泳
三
・
金
大
中
政
権
の
在
外
同
胞
政
策
を
継
承
し
な
が
ら
在
外

同
胞
政
策
の
制
度
化
に
力
を
入
れ
る
と
同
時
に
中
国
や
Ｃ
Ｉ
Ｓ
地

域
な
ど
疎
外
さ
れ
て
き
た
国
や
地
域
に
居
住
す
る
在
外
同
胞
に
対

す
る
支
援
事
業
を
強
化
す
る
方
向
で
進
め
ら
れ
た
。

盧
武
鉉
政
権
は
政
権
発
足
後
、
在
外
同
胞
社
会
の
変
化
に
応
じ

る
形
で
在
外
同
胞
政
策
の
三
大
基
本
目
標
と
六
大
重
要
政
策
方
針

を
設
定
し
て
、
そ
の
実
現
に
努
力
し
た
。
こ
こ
で
い
う
三
大
基
本

目
標
は
、
㊀
在
外
同
胞
の
居
住
国
で
の
権
益
増
進
と
力
量
強
化
、

㊁
韓
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
矜
持
の
高
揚
、
㊂
在

外
同
胞
間
の
和
合
及
び
母
国
と
在
外
同
胞
社
会
と
の
互
恵
的
な
発

展
の
試
み
、
の
三
点
で
あ
っ
た
。
六
大
重
要
政
策
方
針
は
、
㊀
在

在
外
同
胞
法
と
と
も
に
金
大
中
政
権
が
力
を
入
れ
た
の
は
各
国

や
地
域
に
散
在
し
て
い
る
在
外
同
胞
の
間
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構

築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
は
、
在
外
同
胞
同
士
の
情
報

や
知
識
の
交
換
と
人
的
交
流
な
ど
を
と
お
し
た
在
外
同
胞
の
力
量

の
強
化
と
、
そ
う
し
た
在
外
同
胞
の
力
量
と
潜
在
力
を
母
国
の
発

展
に
連
携
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
在
外
同
胞
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
築
の
初
歩
段
階
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
に
各
国
や
地
域
の
韓
人
会

の
会
長
が
ソ
ウ
ル
に
集
ま
っ
て
「
世
界
韓
人
会
長
団
母
国
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
」
を
開
催
さ
れ
、
各
国
や
地
域
に
お
け
る
韓
人
社
会
の

現
状
や
課
題
な
ど
に
関
す
る
情
報
交
換
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、

今
後
の
協
力
体
制
の
構
築
な
ど
に
関
し
て
話
し
合
わ
れ
た
。
こ
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
後
に
「
世
界
韓
人
会
長
大
会
」
に
名
称
を
換

え
、「
世
界
韓
商
大
会

（
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」、「
世
界
韓
人
次
世
代
大
会
」
な
ど
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
韓
人
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
基
盤
と
な
っ
た
。

「
世
界
韓
人
会
長
団
母
国
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
は
金
大
中
政
権
が

推
し
進
め
た
南
北
朝
鮮
の
関
係
改
善
の
影
響
も
あ
っ
て
、
日
本
に

お
い
て
韓
国
に
味
方
す
る
民
団
（
在
日
本
大
韓
民
国
民
団
）
と
北

朝
鮮
を
支
持
す
る
総
連
と
の
関
係
が
改
善
さ
れ
る
な
ど
、
在
外
同

胞
社
会
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

こ
の
よ
う
に
金
大
中
政
権
の
在
外
同
胞
政
策
は
、
金
融
危
機
と

（
八
五
二
）



韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
と
課
題
（
孔
）

二
九

盧
武
鉉
政
権
は
、
主
に
中
国
や
Ｃ
Ｉ
Ｓ
地
域
の
在
外
同
胞
へ
の

配
慮
か
ら
「
外
国
人
勤
労
者
雇
用
法
」
と
「
出
入
国
管
理
法
令
」

を
改
正
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
在
外
同
胞
の
国
内
就
業
や
使
用
者
の

雇
用
手
続
き
が
改
善
さ
れ
、
訪
問
就
業
滞
在
資
格
証
の
発
給
も
始

ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
冷
戦
下
で
疎
外
さ
れ
た
中
国
や
ロ
シ
ア
、

Ｃ
Ｉ
Ｓ
地
域
に
居
住
す
る
無
縁
故
在
外
同
胞
（
母
国
に
親
戚
な
ど

の
縁
故
の
な
い
在
外
同
胞
）
の
母
国
で
の
就
業
が
可
能
に
な
っ
た
。

加
え
て
、
盧
武
鉉
政
権
は
在
外
同
胞
の
居
住
国
で
の
政
治
力
向
上

を
目
的
に
し
て
「
世
界
韓
人
政
治
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
構
築
を

進
め
た
。
二
〇
〇
七
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
「
世
界
韓
人
政
治
家

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
皮
切
り
に
し
て
米
国
、
ロ
シ
ア
、
日
本
な
ど
で

政
治
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
名
士
ら
が
集
ま
っ
て
韓
人
の
政
治

力
増
進
方
案
や
祖
国
の
南
北
統
一
に
お
け
る
在
外
同
胞
の
役
割
な

ど
に
関
し
て
話
し
合
い
、
そ
の
後
、
世
界
的
な
レ
ベ
ル
で
在
外
同

胞
政
治
家
の
連
帯
を
深
め
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
進
め
た
。

一
方
、
盧
武
鉉
政
権
は
、
在
外
同
胞
法
を
悪
用
し
て
兵
役
義
務

を
逃
れ
た
り
、
潜
在
的
な
兵
役
逃
れ
を
目
的
に
米
国
へ
遠
征
し
て

出
産

（
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を
行
っ
た
り
す
る
富
裕
層
が
増
大
す
る
と
、
兵
役
逃
れ
の
目

的
で
国
籍
を
離
脱
し
た
者
の
在
外
同
胞
と
し
て
の
再
入
国
や
国
内

居
住
を
制
限
し
た
。
二
〇
〇
五
年
五
月
に
は
、
男
性
が
複
数
の
国

外
同
胞
の
居
住
国
で
の
安
定
的
な
定
着
の
た
め
の
支
援
、
㊁
居
住

国
で
の
法
的
・
社
会
的
地
位
向
上
と
権
益
保
護
へ
の
支
援
、
㊂
母

国
と
の
関
係
強
化
の
た
め
の
国
内
の
法
的
・
制
度
的
な
整
備
強
化
、

㊃
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
高
め
る
た
め
の
教
育
と
文
化
交

流
な
ど
各
種
事
業
へ
の
支
援
、
㊄
在
外
同
胞
社
会
の
発
展
の
た
め

の
韓
民
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、
㊅
母
国
と
居
住
国
間
の
友
好

増
進
と
発
展
に
努
め
る
人
材
の
育
成
、
で
あ
っ
た
。
盧
武
鉉
政
権

は
こ
う
し
た
政
策
を
実
現
す
る
た
め
、
金
泳
三
政
権
の
時
か
ら
運

営
さ
れ
て
き
た
が
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
在
外
同
胞

運
営
委
員
会
」
を
年
に
二
〜
三
回
開
催
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
う

ち
の
一
回
は
国
務
総
理
が
主
催
す
る
こ
と
を
定
例
化
し
て
政
策
の

推
進
力
を
高
め
た
。
さ
ら
に
、
外
交
通
商
部
の
「
在
外
国
民
領
事

局
」
を
「
在
外
同
胞
領
事
局
」
へ
改
称
す
る
こ
と
に
よ
り
在
外
国

民
と
同
様
に
外
国
籍
在
外
同
胞
も
重
視
す
る
政
策
方
向
を
明
ら
か

に
し
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
在
外
同
胞
社
会
の
長
年
の
念
願
で

あ
っ
た
「
世
界
韓
人
の
日
」
を
法
定
記
念
日
に
制
定
し
て
、
政
府

主
催
の
公
式
的
な
記
念
式
典
を
行
う
と
同
時
に
、「
在
外
同
胞
週

間
」
を
設
け
て
「
コ
リ
ア
ン
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
な
ど
の
文
化
行

事
を
行
い
、
在
外
同
胞
の
民
族
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
高
め

る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
。

（
八
五
三
）
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三
〇

構
築
す
る
。
㊂
母
国
と
の
関
係
強
化
の
た
め
、
在
外
同
胞
選
挙
制

度
の
導
入
、
制
限
的
な
複
数
国
籍
の
許
容
、
訪
問
就
業
制
の
補
完
、

韓
人
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
高
揚
、
教
育
・
文
化
交
流
の
拡
大
な

ど
を
推
進
す
る
。

こ
う
し
た
在
外
同
胞
に
対
す
る
政
策
推
進
方
針
に
基
づ
い
て
李

明
博
政
権
は
、
公
職
選
挙
法
を
改
正
し
て
、
在
外
国
民

（
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に
参
政
権

を
認
め
た
。

一
九
六
〇
年
代
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
在
外
国
民
の
参
政
権
は
、

朴
正
熙
政
権
が
立
法
・
行
政
・
司
法
の
三
権
を
大
統
領
に
集
中
さ

せ
た
維
新
憲
法
体
制
で
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、
李
明
博
政
権
に
お

い
て
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
判
決
を
受
け
た
公
職
選
挙
法
の
改
正
を

受
け
て
復
活
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
外
国
に
滞
在
す
る
韓
国
人
や

在
外
同
胞
、
特
に
韓
国
籍
を
持
っ
て
い
る
米
国
永
住
権
者
や
在
日

韓
国
人
に
よ
る
選
挙
権
行
使
が
可
能
に
な
り
、
二
〇
一
二
年
の
第

一
八
代
大
統
領
選
挙
か
ら
在
外
国
民
の
投
票
が
実
現
さ
れ
た
。

在
外
同
胞
へ
の
参
政
権
の
付
与
は
、
在
外
同
胞
に
母
国
へ
の
関

心
を
高
め
る
と
同
時
に
韓
国
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

確
認
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
。

李
明
博
政
権
が
推
進
し
た
も
う
一
つ
の
在
外
同
胞
政
策
は
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
リ
ア
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（global K

orean 

籍
を
持
つ
場
合
、
兵
役
義
務
を
果
た
し
た
場
合
に
の
み
国
籍
離
脱

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、「
在
外
同
胞
法
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
在
外
同
胞
関
連
の
法
律
や
政
策
が
主

に
在
外
同
胞
の
要
求
や
便
宜
に
応
じ
る
形
で
立
案
さ
れ
た
こ
と
と

は
異
な
り
、
在
外
同
胞
法
な
ど
を
悪
用
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の

こ
と
で
、
時
代
の
流
れ
を
反
映
し
た
措
置
で
あ
っ
た
と
言
え
る

（
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。

四
．
李
明
博
政
権

実
用
政
府
を
掲
げ
て
発
足
し
た
李
明
博
政
権
の
在
外
同
胞
政
策

は
、
在
外
国
民
の
保
護
及
び
在
外
同
胞
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を

重
要
な
政
策
課
題
と
し
て
設
定
・
推
進
さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
二

月
に
開
催
さ
れ
た
第
九
次
「
在
外
同
胞
政
策
委
員
会
」
で
は
、
次

の
よ
う
な
政
策
推
進
方
針
を
決
定
し
た
。
㊀
経
済
・
科
学
・
技

術
・
文
化
な
ど
の
重
要
分
野
で
在
外
同
胞
の
人
材
プ
ー
ル
を
作
り
、

彼
ら
が
国
内
で
活
動
し
や
す
い
環
境
作
り
に
力
を
入
れ
る
と
と
も

に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
在
外
同
胞
人
材
を
発
掘
・
育
成
し
て
、
彼
ら
を

資
源
外
交
及
び
地
域
別
の
経
済
パ
ー
ト
ナ
ー
に
す
る
。
㊁
七
〇
〇

万
在
外
同
胞
の
力
量
を
積
極
的
に
活
用
す
る
た
め
に
、
在
外
同
胞

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
推
進
す
る
と
同
時
に
既
存
の

在
外
同
胞
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
横
断
的
連
携
を
補
強
し
、
各
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
統
合
的
に
管
理
す
る
統
合
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を

（
八
五
四
）
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三
一

を
み
る
。

朴
槿
恵
大
統
領
は
二
〇
一
二
年
の
大
統
領
選
挙
中
に
在
外
同
胞

政
策
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
公
約
を
掲
げ
た
。
㊀
統
合
的
か
つ
体

系
的
な
同
胞
政
策
を
推
進
す
る
。
㊁
次
世
代
同
胞
に
対
す
る
ハ
ン

グ
ル
教
育
の
支
援
を
強
化
す
る
。
㊂
次
世
代
経
済
人
を
含
め
た
グ

ロ
ー
バ
ル
韓
人
経
済
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
化
す
る
。
㊃
母
国
の

国
際
開
発
協
力
事
業
に
留
学
生
及
び
次
世
代
同
胞
の
参
加
を
拡
大

す
る
。
㊄
在
外
国
民
と
留
学
生
の
行
政
的
な
手
続
を
大
幅
に
改
善

し
、
兵
役
問
題
な
ど
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
漸
進
的
に
複
数
国

籍
の
許
容
範
囲
を
拡
大
す
る

（
20
）

。

こ
う
し
た
公
約
の
中
で
大
統
領
就
任
後
に
推
進
さ
れ
た
の
は
、

電
子
政
府
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
五
年
七
月
か
ら

在
外
公
館
で
家
族
関
係
登
録
申
告
を
す
る
際
に
電
子
送
付
を
利
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
処
理
期
間
を
短
縮
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

二
〇
一
六
年
一
月
か
ら
は
一
部
の
海
外
公
館
だ
け
で
提
供
し
て
き

た
公
認
認
証
書
の
発
給
サ
ー
ビ
ス
が
全
在
外
公
館
に
拡
大
さ
れ
た
。

今
後
の
事
業
と
し
て
は
在
外
同
胞
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
高
揚
と
母
国
と
の
関
係
増
進
の
た
め
の
韓
国
学
校
（
一
五
か
国

三
二
校
）、
ハ
ン
グ
ル
学
校
（
一
一
七
か
国
一
八
五
五
校
）、
韓
国

教
育
院
（
一
七
か
国
三
九
院
）
に
対
す
る
韓
国
語
教
育
支
援
を
拡

N
etw

ork)

」
の
構
築
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
在
外
同
胞
の
統
合

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
各
国
家
別
、
地
域
別
、
業

種
別
に
散
在
し
て
居
住
し
て
い
る
七
二
〇
万
の
在
外
同
胞
を
オ
ン

ラ
イ
ン
上
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
す
る
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。
在
外

同
胞
と
母
国
と
の
間
、
在
外
同
胞
相
互
間
の
情
報
公
有
を
目
的
と

し
て
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
ネ
ッ
ト
空
間
で
の

韓
民
族
共
同
体
の
実
現
を
視
野
に
入
れ
て
推
進
さ
れ
た
事
業
で

あ
っ
た
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
リ
ア
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
構
築

事
業
は
、
㊀
オ
ン
ラ
イ
ン
統
合
韓
民
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
、

㊁
在
外
同
胞
統
合
重
要
人
物
・
団
体
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
、
㊂

サ
イ
バ
ー
韓
商
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
重
点
事
業
と
し
て
推
進
し

た
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
リ
ア
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に

よ
り
在
外
同
胞
社
会
の
ネ
ッ
ト
上
の
統
合
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

五
．
朴
槿
恵
政
権

朴
槿
恵
政
権
は
、
発
足
後
ま
も
な
く
起
き
た
「
セ
ウ
ォ
ル
号
沈

没
事
故
」
や
「
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
事
件
」
に
よ
り

国
政
が
麻
痺
状
態
と
な
り
、
体
系
的
な
在
外
同
胞
政
策
を
試
み
る

状
況
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
朴
槿
恵
大
統
領
が
大
統
領
選

挙
戦
の
時
に
公
約
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
在
外
同
胞
政
策
の
内
容

（
八
五
五
）
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三
二

あ
る
者
や
優
秀
な
人
材
、
海
外
に
養
子
に
出
さ
れ
た
者
の
な
か
で

韓
国
籍
を
回
復
し
た
者
、
韓
国
籍
を
取
得
し
た
者
の
な
か
で
居
住

す
る
国
の
法
律
や
制
度
に
よ
り
外
国
籍
の
放
棄
義
務
を
履
行
で
き

な
い
者
、
結
婚
状
態
を
維
持
し
な
が
ら
帰
化
の
許
可
を
得
た
結
婚

移
民
者
は
、
外
国
籍
放
棄
の
代
わ
り
に
「
外
国
籍
不
行
使
誓
約

書
」
を
提
出
し
た
場
合
に
は
引
き
続
き
韓
国
籍
を
維
持
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
先
天
的
複
数
国
籍
保
有
者
（
例
え
ば
米

国
で
生
ま
れ
て
米
国
の
市
民
権
を
持
っ
て
い
る
者
）
に
も
複
数
国

籍
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
先
天
的
複
数
国
籍
保
有
者
が
複

数
国
籍
を
維
持
す
る
た
め
に
は
二
二
歳
に
な
る
前
ま
で
に
韓
国
籍

選
択
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
国
籍
選
択
申
告

を
す
る
者
は
、
大
韓
民
国
内
で
外
国
籍
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
誓

う
「
外
国
籍
不
行
使
誓
約
書
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
、
二
二
歳
以
降
に
韓
国
籍
選
択
申
告
を
す
る
た
め
に
は
外
国

籍
を
放
棄
す
る
と
い
う
証
明
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
先
天
的
複
数
国
籍
保
有
者
で
も
二
二
歳
以
前
に
国
籍
選
択
申

告
を
し
な
い
と
複
数
国
籍
の
維
持
が
で
き
な
く
な
る
。
ま
た
、
韓

国
籍
を
持
っ
て
い
た
者
が
米
国
な
ど
外
国
に
移
民
し
て
該
当
国
家

の
国
籍
（
市
民
権
）
を
取
得
し
た
場
合
は
、
改
正
国
籍
法
に
よ
り

複
数
国
籍
の
所
有
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
複
数
国
籍
取
得
の

大
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
21
）

。

Ⅳ　

在
外
同
胞
政
策
の
課
題

現
在
、
在
外
同
胞
社
会
が
抱
え
て
い
る
共
通
の
課
題
と
し
て
は
、

複
数
国
籍
の
拡
大
問
題
、
在
外
同
胞
の
兵
役
問
題
、
選
挙
権
の
拡

大
問
題
、
次
世
代
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
問
題
、

韓
国
語
と
韓
国
文
化
の
継
承
・
普
及
問
題
、
在
外
同
胞
に
対
す
る

課
税
問
題
、
在
外
同
胞
庁
の
設
立
問
題
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

在
外
同
胞
社
会
の
関
心
が
高
い
複
数
国
籍
の
拡
大
問
題
、
在
外
国

民
の
兵
役
問
題
、
選
挙
権
の
拡
大
問
題
、
そ
し
て
在
外
同
胞
庁
の

設
立
問
題
を
中
心
に
述
べ
て
み
る
。

一
．
複
数
国
籍
拡
大
の
問
題

二
〇
一
〇
年
に
改
正
さ
れ
た
国
籍
法
に
よ
り
韓
国
政
府
は
複
数

国
籍
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
来
は
外
国
人
が
韓
国
籍
を
取

得
、
あ
る
い
は
出
生
な
ど
に
よ
り
韓
国
籍
と
外
国
籍
を
同
時
に
保

有
す
る
状
況
に
な
っ
た
場
合
、
ど
ち
ら
か
の
国
籍
を
選
択
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
改
正
国
籍
法
で
は
、
海
外
か
ら

永
住
帰
国
し
て
韓
国
籍
を
回
復
し
た
六
五
歳
以
上
の
在
外
同
胞
、

年
齢
を
問
わ
ず
国
籍
回
復
許
可
を
得
た
者
の
中
で
母
国
に
功
績
の

（
八
五
六
）
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な
い
）
こ
と
に
よ
っ
て
国
籍
離
脱
を
し
な
か
っ
た
者
が
三
五
歳
以

前
に
母
国
を
訪
問
す
れ
ば
強
制
徴
兵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

韓
国
と
文
化
や
環
境
が
異
な
る
外
国
で
生
ま
れ
育
っ
た
若
者
は
文

化
や
言
語
面
で
の
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
母
国
で
の
円
滑
な
兵
営
生
活

が
で
き
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
在
外
同
胞
の
若

者
が
韓
国
籍
を
離
脱
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
。

三
．
在
外
国
民
の
選
挙
権
拡
大
問
題

す
で
に
第
Ⅲ
章
で
述
べ
た
よ
う
に
在
外
国
民
投
票
の
投
票
率
が

非
常
に
低
い
。
二
〇
一
二
年
二
月
に
実
施
さ
れ
た
第
一
八
代
大
統

領
選
挙
に
お
け
る
在
外
国
民
の
参
政
権
行
使
の
結
果
を
見
る
と
、

二
二
三
万
三
六
九
五
人
（
推
定
）
の
在
外
選
挙
権
者
の
中
で
投
票

参
加
の
意
思
を
明
ら
か
に
し
た
申
請
者
数
は
二
二
万
二
三
八
九
人
、

こ
の
中
で
実
際
に
投
票
し
た
の
は
一
五
万
八
一
九
六
人

（
七
一
・
二
％
）
で
あ
っ
て
、
在
外
国
民
全
体
有
権
者
の
一
〇
％
も

満
た
し
て
い
な
い
。

二
〇
一
六
年
四
月
に
行
わ
れ
た
国
会
議
員
選
挙
の
在
外
選
挙
で

は
、
六
万
三
七
九
七
人
の
在
外
有
権
者
が
参
加
し
た
。
投
票
率
は

在
外
有
権
者
百
九
十
八
万
人
（
推
定
）
を
基
準
と
す
る
と
、

三
・
二
％
で
あ
っ
て
、
申
告
・
申
請
者
一
五
万
四
二
一
七
人
を
基

準
と
し
た
場
合
は
、
四
一
・
四
％
に
な
る

（
23
）

。

範
囲
を
制
限
す
る
規
定
に
よ
り
韓
国
で
活
動
（
就
業
）
を
希
望
す

る
韓
国
系
外
国
人
の
韓
国
進
出
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
発

生
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
毎
年
二
万
人
以
上
の
優
秀
な
人

材
が
韓
国
籍
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る

（
22
）

。

二
．
在
外
同
胞
の
兵
役
問
題

韓
国
籍
を
持
つ
男
性
は
兵
役
法
に
よ
り
一
九
歳
に
な
っ
た
段
階

で
徴
兵
検
査
を
受
け
て
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
兵
役
義
務
を
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
兵
役
法
は
韓
国
籍
を
持
つ
在
外
同

胞
の
若
者
に
も
例
外
で
は
な
い
。
在
外
同
胞
の
二
、
三
世
の
よ
う

に
居
住
国
で
生
ま
れ
、
先
天
的
複
数
国
籍
者
に
な
っ
た
在
外
同
胞

は
一
八
歳
ま
で
に
国
籍
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し

一
九
歳
以
上
の
在
外
国
民
が
国
籍
選
択
を
せ
ず
に
兵
役
義
務
期
間

中
に
こ
の
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
、
三
五
歳
に
な
る
ま
で
在
外

同
胞
滞
留
資
格
の
取
得
が
禁
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
籍
を
離

脱
し
な
い
ま
ま
一
九
歳
以
上
に
な
る
と
、
兵
役
義
務
を
果
た
さ
な

け
れ
ば
国
籍
離
脱
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
は
兵
役
を
逃
れ
る
目

的
で
の
海
外
遠
征
出
産
を
防
ぐ
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る

が
、
こ
の
規
定
の
た
め
に
一
八
歳
以
前
に
韓
国
籍
を
離
脱
す
る
在

外
国
民
の
若
者
が
多
く
見
ら
れ
る
。
な
お
、
自
由
意
思
あ
る
い
は

こ
の
規
定
を
知
ら
な
か
っ
た
（
在
外
公
館
か
ら
個
別
的
な
通
知
は

（
八
五
七
）
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三
四

報
を
掲
示
し
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
案
内
し
た
り
し

て
い
る
が
、
こ
う
し
た
広
報
だ
け
で
は
立
候
補
者
に
関
す
る
情
報

の
提
供
が
十
分
と
は
言
え
な
い
。
四
つ
目
は
、
義
務
と
権
利
の
バ

ラ
ン
ス
の
問
題
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
判
決
に
よ
り
憲
法

上
の
国
民
の
基
本
権
で
あ
る
参
政
権
を
保
障
す
る
と
い
う
趣
旨
で

在
外
同
胞
の
参
政
権
を
認
め
た
も
の
の
、
国
民
の
義
務
と
権
利
の

バ
ラ
ン
ス
を
看
過
し
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
防
や

納
税
の
義
務
を
負
わ
な
い
在
外
同
胞
に
参
政
権
を
認
め
る
べ
き
と

い
う
違
憲
に
対
し
て
異
論
が
上
が
っ
て
い
る
。
五
つ
目
は
、
在
外

選
挙
人
登
録
手
続
の
複
雑
さ
で
あ
る
。
公
職
選
挙
法
第
二
一
八
条

五
項
に
よ
れ
ば
、
外
国
で
投
票
を
す
る
有
権
者
は
選
挙
日
前

一
五
〇
日
前
か
ら
選
挙
日
前
六
〇
日
前
ま
で
に
在
外
公
館
を
訪
問

し
て
在
外
選
挙
人
登
録
を
済
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た

複
雑
な
在
外
選
挙
人
登
録
手
続
は
、
在
外
選
挙
権
者
の
投
票
率
の

低
下
を
招
き
、
在
外
国
民
投
票
の
代
表
性
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。

六
つ
は
、
在
外
国
民
投
票
の
対
象
の
問
題
で
あ
る
。
在
外
国
民
投

票
の
対
象
は
大
統
領
選
挙
と
国
会
議
員
選
挙
に
限
ら
れ
て
い
て
、

憲
法
改
正
や
国
家
政
策
に
関
す
る
投
票
が
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
選
挙
投
票
と
政
策
投
票
の
投
票
範
囲
の
公
平
性
の
問
題
を
招

い
て
い
る

（
24
）

。

在
外
国
民
投
票
の
投
票
率
が
低
い
原
因
と
し
て
は
次
の
よ
う
な

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
投
票
方
法
で
あ
る
。
公

職
選
挙
法
第
二
一
八
条
十
六
項
は
、
在
外
投
票
所
に
行
っ
て
直
接

投
票
す
る
方
法
だ
け
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
在
外
同
胞
は

領
事
館
や
大
使
館
な
ど
の
在
外
公
館
を
訪
れ
て
投
票
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
米
国
や
中
国
な
ど
で
は
居
住
地
か
ら
在

外
公
館
ま
で
の
距
離
が
遠
く
、
日
常
生
活
で
忙
し
い
在
外
同
胞
が

在
外
公
館
を
訪
れ
て
投
票
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
在

外
公
館
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
約
七
〇
ヵ
国
に
居
住
す
る
在
外
国

民
は
投
票
が
で
き
ず
、
参
政
権
が
制
約
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

こ
れ
は
結
果
的
に
制
限
選
挙
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
二
つ
目
は
、

選
挙
運
動
や
選
挙
管
理
の
公
正
性
確
保
の
問
題
で
あ
る
。
居
住
国

で
の
選
挙
運
動
を
ど
の
よ
う
な
方
式
で
監
視
し
、
違
反
が
あ
っ
た

場
合
に
摘
発
す
る
か
、
そ
れ
か
ら
代
理
投
票
や
不
法
・
脱
法
選
挙

運
動
な
ど
に
対
す
る
処
罰
方
法
と
そ
の
投
票
の
有
効
性
な
ど
を
ど

う
判
断
す
る
か
等
に
関
す
る
規
定
が
な
い
。
三
つ
目
は
、
立
候
補

者
に
関
す
る
情
報
提
供
が
十
分
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
在
外
同
胞

に
送
付
さ
れ
る
の
は
選
挙
案
内
状
と
郵
便
投
票
用
紙
だ
け
で
あ
っ

て
、
有
権
者
が
立
候
補
者
に
関
し
て
情
報
を
得
る
機
会
や
方
法
が

限
ら
れ
て
い
る
。
在
外
公
館
の
掲
示
板
に
立
候
補
者
に
関
す
る
情

（
八
五
八
）
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三
五

関
連
部
署
の
反
対
に
よ
っ
て
、
そ
の
設
立
に
消
極
的
な
姿
勢
を
堅

持
し
て
い
る
。Ⅴ　

在
外
同
胞
の
要
望
と
政
府
の
対
応 

以
上
、
在
外
同
胞
政
策
の
懸
案
に
な
っ
て
い
る
複
数
国
籍
の
拡

大
問
題
、
在
外
同
胞
の
兵
役
問
題
、
選
挙
権
の
拡
大
問
題
、
在
外

同
胞
庁
の
設
立
問
題
を
中
心
に
、
そ
の
内
容
や
問
題
点
な
ど
を
調

べ
て
み
た
。
こ
の
章
で
は
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
在
外
同
胞
の

母
国
政
府
に
対
す
る
要
請
と
、
こ
れ
に
対
す
る
政
府
や
関
連
機
関

の
対
応
を
ま
と
め
て
み
る
。

一
．
複
数
国
籍
の
拡
大
問
題

複
数
国
籍
対
象
者
の
範
囲
を
厳
し
く
制
限
し
て
い
る
改
正
国
籍

法
に
対
し
て
、
米
国
を
は
じ
め
と
す
る
居
住
国
で
複
数
国
籍
を
認

め
ら
れ
て
い
る
在
外
同
胞
か
ら
は
、
複
数
国
籍
の
許
可
範
囲
を
拡

大
す
る
よ
う
要
請
が
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
改
正
国
籍

法
の
対
象
が
海
外
で
生
ま
れ
た
先
天
的
複
数
国
籍
者
や
六
五
歳
以

上
の
人
々
な
ど
少
数
に
限
ら
れ
て
い
る
点
を
問
題
視
し
て
、
大
韓

民
国
旅
券
を
所
持
し
て
い
る
在
外
同
胞
の
中
で
遠
征
出
産
な
ど
社

会
的
な
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
者
以
外
の
す
べ
て
の
女
性
、
お
よ

四
．
在
外
同
胞
庁
設
立
の
問
題

在
外
同
胞
庁
設
立
の
問
題
は
一
九
六
〇
年
代
に
在
日
民
団
が
朴

正
熙
政
権
に
対
し
て
「
僑
民
庁
」
設
立
を
要
請
し
て
以
来
、
在
外

同
胞
社
会
が
長
ら
く
要
求
し
て
い
る
念
願
で
あ
る
。
現
在
、
在
外

同
胞
関
連
の
業
務
は
、
主
に
在
外
同
胞
財
団
と
外
交
部
（
朴
槿
恵

政
権
に
な
っ
て
外
交
通
商
部
が
外
交
部
に
改
編
さ
れ
た
）
が
担
当

し
て
い
る
。
在
外
同
胞
財
団
は
、
在
外
同
胞
政
策
の
研
究
や
国
内

外
で
の
在
外
同
胞
関
連
の
行
事
と
支
援
を
担
当
し
て
い
る
。
実
質

的
な
在
外
同
胞
政
策
業
務
は
、
外
交
部
、
法
務
部
、
教
育
部
、
行

政
自
治
部
、
雇
用
労
働
部
、
兵
務
庁
、
国
税
庁
な
ど
に
分
散
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
結
果
、
業
務
の
重
複

（
25
）

や
在
外
同
胞
に
対
す
る
効
果

的
な
対
応
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
。
二
〇
一
六
年
度
の
在

外
同
胞
関
連
の
政
府
予
算
は
約
八
五
四
億
ウ
ォ
ン
、
在
外
同
胞
財

団
の
予
算
は
約
五
四
六
億
ウ
ォ
ン
で
、
合
計
約
一
四
〇
〇
億
ウ
ォ

ン
の
在
府
外
同
胞
関
連
予
算
が
分
散
さ
れ
て
い
る
た
め
に
効
率
的

な
予
算
編
成
を
妨
げ
て
い
る

（
26
）

。
在
外
同
胞
業
務
を
効
果
的
に
遂
行

す
る
た
め
に
、
政
府
内
に
在
外
同
胞
業
務
を
専
門
で
担
当
す
る
在

外
同
胞
庁
の
設
立
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
歴
代
政
権

は
在
外
同
胞
庁
設
立
の
必
要
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
少
数
民
族
問

題
に
敏
感
な
中
国
や
ロ
シ
ア
等
と
の
外
交
的
な
摩
擦
を
懸
念
す
る

（
八
五
九
）
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三
六

運
動
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
兵
役
問
題
に
関
す
る
在
外
国
民
の
願

望
は
、
現
行
の
兵
役
法
を
改
正
し
て
、
一
八
歳
の
段
階
で
国
籍
離

脱
を
し
な
く
て
も
兵
役
義
務
か
ら
除
外
さ
れ
、
多
く
の
在
外
同
胞

の
若
者
が
複
数
国
籍
を
維
持
し
な
が
ら
母
国
と
自
由
に
往
来
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
一
八
歳
で
の
国
籍
離
脱
の
機
会

を
失
っ
た
事
実
上
の
海
外
永
住
者
に
対
す
る
本
国
政
府
の
柔
軟
な

対
応
も
要
請
し
て
い
る

（
29
）

。
も
し
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
は
、
現

在
、
本
国
で
実
施
さ
れ
て
い
る
「
兵
役
代
替
服
務
制
度
（
現
役
入

隊
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
若
者
を
公
益
要
員
と
し
て
入
隊
の
代
わ

り
に
役
場
な
ど
公
共
機
関
の
仕
事
を
手
伝
わ
せ
る
制
度
）」
を
在

外
国
民
に
も
適
用
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
韓
国
政
府
は
兵
役
法
の
改
正
な
ど
に
向
け
た
動

き
を
示
し
て
お
ら
ず
、
一
部
の
政
治
家
（
国
会
議
員
）
や
研
究
者

を
中
心
に
国
籍
離
脱
申
告
を
し
な
く
て
も
自
動
的
に
母
国
の
国
籍

が
抹
消
さ
れ
る
制
度
の
導
入
を
主
張
し
て
い
る

（
30
）

。
さ
ら
に
、
厳
格

な
血
統
主
義
を
採
択
し
て
い
る
国
籍
法
や
兵
役
法
の
問
題
点
を
指

摘
す
る
声
も
上
が
っ
て
い
る
。

三
．
選
挙
権
の
拡
大
問
題

在
外
国
民
の
参
政
権
問
題
は
長
い
間
在
外
同
胞
社
会
が
主
張
し

て
き
た
事
案
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
二
〇
一
二
年
か
ら
実
施
さ
れ

び
兵
役
義
務
を
果
た
し
た
者
や
兵
役
義
務
を
果
た
す
意
思
を
明
ら

か
に
し
た
す
べ
て
の
男
性
に
複
数
国
籍
を
認
め
る
よ
う
要
請
し
て

い
る

（
27
）

。
こ
の
よ
う
な
要
請
に
対
し
て
、
現
政
権
は
前
向
き
の
姿
勢
を

取
っ
て
い
る
も
の
の
、
国
民
の
認
識
変
化
等
を
考
慮
し
た
漸
進
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
。

朴
槿
恵
大
統
領
は
在
外
同
胞
と
の
懇
談
会
で
、
在
外
同
胞
が
母
国

の
発
展
に
貢
献
で
き
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
複
数

国
籍
の
拡
大
に
関
し
て
、
優
秀
な
人
材
の
評
価
基
準
を
同
胞
と
非

同
胞
に
二
元
化
し
て
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
に
従
事
す
る
同
胞
に

は
複
数
国
籍
の
取
得
要
件
を
大
幅
に
緩
和
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
在
外
国
民
に
対
す
る
住
民
登
録
証
の
発
給

（
28
）

と

国
内
に
再
定
着
を
希
望
す
る
同
胞
に
対
す
る
複
数
国
籍
の
許
可
範

囲
を
現
行
の
六
五
歳
以
上
か
ら
段
階
的
に
拡
大
（
六
五
歳
↓
六
〇

歳
↓
五
五
歳
）
す
る
な
ど
の
法
的
・
制
度
的
な
改
善
を
約
束
し
て

い
る
。

二
．
在
外
国
民
の
兵
役
問
題

一
八
歳
以
上
の
先
天
的
複
数
国
籍
者
の
兵
役
義
務
を
規
定
し
た

改
正
兵
役
法
に
対
し
て
、
在
米
同
胞
を
中
心
に
不
満
の
声
が
絶
え

な
い
。
米
国
韓
人
会
で
は
兵
役
法
と
国
籍
法
の
改
正
を
促
す
請
願

（
八
六
〇
）
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三
七

や
各
部
署
に
分
散
さ
れ
た
在
外
同
胞
業
務
の
重
複
に
対
す
る
問
題

提
起
な
ど
に
伴
っ
て
在
外
同
胞
庁
設
立
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
反
映
さ
れ
、
在
外
同
胞
社
会
で
は
在

外
同
胞
庁
の
設
立
必
要
性
だ
け
で
な
く
在
外
同
胞
庁
の
具
体
的
な

地
位
や
組
織
、
性
格
等
を
提
示
し
て
、
政
府
に
圧
力
を
加
え
て
い

る
。
在
外
同
胞
財
団
の
イ
グ
ァ
ン
ギ
ュ
理
事
長
は
、
財
団
の
形
で

在
外
同
胞
業
務
を
営
む
の
は
限
界
が
あ
り
、
外
務
部
と
の
差
別
化

の
た
め
に
も
在
外
同
胞
庁
の
設
立
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

ま
た
、
彼
は
在
外
同
胞
庁
の
政
府
組
織
上
の
地
位
を
大
統
領
直
属

機
関
と
し
て
、
独
立
し
た
機
構
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張

し
て
い

（
31
）

る
。

さ
ら
に
、
モ
ス
ク
ワ
韓
人
会
の
会
長
を
務
め
た
キ
ン
ウ
ォ
ン
イ

ル
は
、
独
立
機
構
と
し
て
の
地
位
を
持
つ
在
外
同
胞
庁
の
設
立
と

と
も
に
在
外
公
館
の
中
に
在
外
同
胞
問
題
を
専
門
と
す
る
「
在
外

同
胞
官
」
の
新
設
を
主
張
し
て
い
る

（
32
）

。

二
〇
一
五
年
、
世
界
韓
人
会
長
会
議
の
会
長
を
務
め
た
イ
シ
ュ

ク
シ
ュ
ン
氏
は
、
同
胞
社
会
の
葛
藤
解
消
の
た
め
に
も
在
外
同
胞

庁
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た

（
33
）

。

こ
う
し
た
在
外
同
胞
社
会
の
主
張
に
対
し
て
政
府
レ
ベ
ル
で
は

即
答
が
避
け
ら
れ
な
が
ら
、
在
外
同
胞
問
題
は
現
在
ま
で
各
部
署

た
在
外
国
民
投
票
に
対
す
る
期
待
感
も
高
か
っ
た
が
、
投
票
手
続

の
複
雑
さ
や
在
外
公
館
で
の
直
接
投
票
に
関
し
て
は
不
満
の
声
が

多
い
。
仕
事
な
ど
で
忙
し
い
在
外
同
胞
が
平
日
に
在
外
選
挙
名
簿

登
載
申
請
の
た
め
、
ま
た
投
票
日
に
は
投
票
の
た
め
二
回
も
在
外

公
館
を
訪
ね
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
在
外

同
胞
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
在
外
選
挙
名
簿
登
録
や
モ
バ

イ
ル
投
票
の
導
入
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
在
外
国
民
の
要
請
に
対
し
て
、
国
会
、
法
務
部
、
外

交
部
、
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
な
ど
関
連
部
署
は
、
在
外
選
挙
制

度
を
修
正
・
補
完
し
て
投
票
場
所
及
び
郵
便
投
票
等
の
導
入
を
模

索
し
て
い
る
。
在
外
同
胞
財
団
も
毎
年
行
わ
れ
る
在
外
韓
人
会
議

に
政
治
家
ら
を
招
聘
し
て
在
外
同
胞
の
参
政
権
に
関
し
て
議
論
し

て
い
る
。
与
党
の
セ
ヌ
リ
党
と
野
党
第
一
党
の
共
に
民
主
党
も
郵

便
投
票
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
投
票
を
可
能
に
す
る
た
め
の
公
職
選

挙
法
の
改
正
を
公
約
と
し
て
推
進
し
て
い
る
。

四
．
在
外
同
胞
庁
の
設
立
問
題

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
九
六
〇
年
代
か
ら
要
求
さ
れ
て
き
た

在
外
同
胞
庁
の
設
立
問
題
は
、
政
府
の
消
極
的
な
対
応
に
よ
り
実

現
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
在
外
同
胞
数
の
増
加
と
韓

国
経
済
に
占
め
る
在
外
同
胞
の
影
響
力
が
増
え
続
け
て
い
る
こ
と

（
八
六
一
）
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三
八

な
っ
て
い
る
。
北
米
地
域
に
お
い
て
は
主
に
在
外
同
胞
の
政
治
的

発
言
力
の
拡
大
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
面
で
の
地
位
向
上
を
、
日

本
に
お
い
て
は
在
日
民
団
を
中
心
と
し
た
在
日
同
胞
社
会
の
発
展

的
維
持
を
、
中
国
に
お
い
て
は
国
内
滞
在
同
胞
の
処
遇
改
善
と
次

世
代
の
力
量
の
強
化
を
、
ロ
シ
ア
及
び
Ｃ
Ｉ
Ｓ
地
域
に
お
い
て
は

生
活
基
盤
の
向
上
と
高
麗
人
に
対
す
る
法
律
支
援
及
び
職
業
訓
練

等
を
中
心
と
し
て
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
韓
国
の
在

外
同
胞
政
策
は
、
居
住
国
や
居
住
地
域
の
政
治
的
・
経
済
的
な
状

況
に
応
じ
た
形
で
推
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
か
ら
の
研
究
課
題
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
在
外
同
胞
政
策

の
方
向
性
を
踏
ま
え
て
居
住
国
、
居
住
地
域
別
の
在
外
同
胞
政
策

の
在
り
方
や
課
題
、
改
善
策
な
ど
を
よ
り
詳
し
く
探
っ
て
み
る
こ

と
に
す
る
。

（
1
） 

イ
ヨ
ン
シ
ク
、「
解
放
直
後
の
海
外
同
胞
の
帰
還
と
米
軍
政
の

政
策
」『
典
農
史
論
』
五
集
、
一
九
九
九
年
、
一
九
六
頁
。（
韓
国

語
）

（
2
） 

同
右
（
韓
国
語
）

（
3
） 

ブ
マ
ン
ク
ン
編
『
光
復
済
州
三
〇
年
』
文
照
社
、
一
九
七
六

年
、
四
三
一
頁
。（
韓
国
語
）

（
4
） 
チ
ェ
ジ
ョ
ン
ホ
「
歴
代
政
府
の
在
外
同
胞
政
策
│
法
的
制
度

間
の
協
議
を
通
じ
て
順
調
に
解
決
さ
れ
て
き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら

は
財
団
の
予
算
と
人
員
を
段
階
的
に
増
や
し
て
従
来
の
事
業
と
在

外
同
胞
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
を
効
率
よ
く
推
進
す
る
こ
と
が
大
事

で
あ
る
と
い
う
立
場
が
崩
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
政
治
家

や
政
党
レ
ベ
ル
で
は
、
在
外
同
胞
庁
の
設
立
に
前
向
き
な
対
応
が

な
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
七
月
、
与
党
の
セ
ヌ
リ
党
の
在
外

国
民
委
員
長
を
は
じ
め
十
六
人
の
議
員
は
、
在
外
同
胞
庁
の
新
設

を
骨
子
と
す
る
政
府
組
織
法
改
正
案
を
発
議
し
た
。
さ
ら
に
、
同

年
八
月
に
は
野
党
第
一
党
の
新
政
治
国
民
連
合
（
現
在
の
共
に
民

主
党
）
の
議
員
一
二
人
は
、
在
外
同
胞
基
本
法
案
と
在
外
同
胞
庁

設
立
及
び
在
外
同
胞
財
団
の
廃
止
に
関
す
る
内
容
の
政
府
組
織
法

改
正
案
を
発
議
し
た

（
34
）

。

Ⅵ　

終
わ
り
に

以
上
、
歴
代
政
権
の
在
外
同
胞
政
策
と
課
題
、
在
外
同
胞
社
会

が
本
国
政
府
に
要
請
し
て
い
る
法
律
や
制
度
の
改
善
内
容
と
そ
れ

に
対
応
す
る
韓
国
政
府
の
対
応
に
関
し
て
ま
と
め
て
み
た
。

現
在
、
韓
国
政
府
が
力
を
入
れ
て
推
進
し
て
い
る
在
外
同
胞
政

策
は
、
地
域
ま
た
は
居
住
国
の
政
治
・
経
済
状
況
に
よ
っ
て
異

（
八
六
二
）



韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
と
課
題
（
孔
）

三
九

頁
。（
韓
国
語
）

（
14
） 

基
本
目
標
は
、
㊀
在
外
同
胞
の
居
住
国
内
で
の
権
益
増
進
と

力
量
強
化
、
㊁
韓
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
強
化
、
㊂

在
外
同
胞
間
の
親
善
と
母
国
と
在
外
同
胞
社
会
の
互
恵
的
な
発
展

で
あ
る
。
政
策
方
向
は
、
㊀
在
外
同
胞
の
自
助
努
力
の
奨
励
及
び

支
援
、
㊁
在
外
同
胞
の
居
住
地
域
へ
の
寄
与
に
対
す
る
支
援
、
㊂

在
外
同
胞
の
要
請
に
応
じ
た
言
語
、
伝
統
、
文
化
、
芸
術
へ
の
教

育
支
援
、
㊃
自
由
、
民
主
、
人
権
と
い
う
普
遍
的
な
価
値
に
基
づ

い
た
在
外
同
胞
社
会
の
発
展
支
援
、
㊄
在
外
同
胞
の
居
住
国
内
の

法
的
、
社
会
的
な
地
位
向
上
の
た
め
の
支
援
、
㊅
在
外
同
胞
の
韓

国
内
の
投
資
な
ど
経
済
活
動
の
奨
励
及
び
財
産
権
の
行
使
な
ど
利

益
保
護
の
た
め
の
国
内
法
や
制
度
の
改
善
な
ど
で
あ
る
。

（
15
） 

在
外
同
胞
の
商
工
業
人

（
16
） 

「
世
界
韓
商
大
会
」
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
韓
人
経
済
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
築
を
目
標
と
し
て
居
住
国
で
経
済
活
動
に
従
事
す
る
在

外
同
胞
企
業
人
の
協
力
体
で
あ
る
。
在
外
同
胞
企
業
人
同
士
及
び

国
内
企
業
人
と
の
情
報
交
換
や
事
業
パ
ー
ト
ナ
ー
の
確
保
な
ど
を

目
的
に
し
て
い
る
。

（
17
） 

遠
征
出
産
と
は
、
子
供
の
外
国
籍
取
得
を
目
的
と
し
て
短
期

の
間
に
海
外
（
主
に
米
国
）
へ
出
国
し
て
出
産
す
る
こ
と
を
言
う
。

韓
国
で
は
一
部
の
富
裕
層
の
妊
産
婦
が
米
国
な
ど
で
遠
征
出
産
す

る
ケ
ー
ス
が
増
え
、
与
論
の
批
判
を
浴
び
た
。
米
国
は
憲
法
一
四

条
（14th A

m
endm

ent to the U
nited S

tates C
onstitution

）

に
よ
り
自
国
で
生
ま
れ
た
す
べ
て
の
子
供
に
例
外
な
く
米
国
市
民

的
な
問
題
点
と
そ
の
代
案
」
韓
国
民
族
研
究
院
『
民
族
研
究
』
第

二
七
巻
、
二
〇
〇
六
年
、
二
三
頁
。（
韓
国
語
）

（
5
） 
帰
国
事
業
（
日
本
で
は
在
日
朝
鮮
人
の
帰
還
事
業
と
い
う
）

と
は
、
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
八
四
年
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
在

日
朝
鮮
人
と
そ
の
家
族
の
北
朝
鮮
へ
の
集
団
的
な
永
住
帰
国
あ
る

い
は
移
住
の
こ
と
を
い
う
。

（
6
） 

イ
ヨ
ン
ジ
ェ
「
韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
の
過
程
と
課
題
」
韓

国
民
族
問
題
研
究
院
『
民
族
研
究
』
第
六
一
巻
、
二
〇
一
五
年
、

五
頁
。（
韓
国
語
）

（
7
） 

同
右
、
六
頁
。（
韓
国
語
）

（
8
） 

イ
ジ
ョ
ン
フ
ン
「
在
外
韓
人
政
策
の
歴
史
と
展
開
：
解
放
か

ら
参
与
政
府
ま
で
」
建
国
六
〇
周
年
記
念
共
同
学
術
大
会

二
〇
〇
八
年
、
三
〇
頁
。（
韓
国
語
）

（
9
） 

こ
の
法
律
で
は
、
海
外
同
胞
の
身
分
保
護
、
財
産
保
護
、
永

住
権
者
や
外
国
市
民
権
者
の
子
供
に
対
す
る
財
産
承
継
と
相
続
、

出
入
国
の
自
由
化
な
ど
を
提
示
し
て
い
る
。

（
10
） 

こ
の
計
画
は
、
一
六
〇
〇
年
前
、
中
国
の
東
北
地
域
や
沿
海

州
地
域
を
支
配
下
に
置
い
た
高
句
麗
の
広
開
土
大
王
の
偉
業
に
因

ん
だ
も
の
で
、
中
国
や
ソ
連
（
ロ
シ
ア
）
地
域
の
韓
人
を
束
ね
る

た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
。

（
11
） 

ジ
ョ
ン
ヨ
ン
ク
ッ
ク
、『
韓
国
の
在
外
同
胞
政
策
に
関
す
る
研

究
』
国
民
大
学
博
士
論
文
、
二
〇
一
三
年
、
一
二
五
頁
（
韓
国
語
）

（
12
） 

同
右
、
一
五
九
頁
（
韓
国
語
）

（
13
） 

世
界
化
推
進
委
員
会
『
世
界
化
白
書
』
一
九
九
八
年
、
八
一

（
八
六
三
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
〇

韓
民
族
祝
典
」
と
在
外
同
胞
財
団
が
主
管
す
る
韓
民
族
文
化
祭
典
、

教
育
部
と
在
外
同
胞
財
団
が
主
催
し
て
い
る
「
ハ
ン
グ
ル
学
校
教

師
招
聘
研
修
事
業
」
な
ど
が
あ
る
。

（
26
） 

在
外
同
胞
財
団
（http://w

w
w
.okf.or.kr/portal/O

kfM
ain

V
iew

.do

）（
韓
国
語
）

（
27
） N

K
new

s

、
二
〇
一
〇
年
四
月
二
八
日
（
韓
国
語
）

（
28
） 

二
〇
一
六
年
六
月
に
与
党
と
野
党
の
合
意
が
得
ら
れ
た
。
在

外
同
胞
新
聞
二
〇
一
六
年
六
月
一
六
日
（
韓
国
語
）

（
29
） 

同
右
（
韓
国
語
）

（
30
） 

キ
ン
ソ
ン
ゴ
ン
、「
国
籍
法
ど
う
す
べ
き
か
？
：
複
数
国
籍
許

容
範
囲
拡
大
と
在
外
同
胞
二
世
の
兵
役
問
題
を
中
心
に
」、
国
会
議

員
政
策
資
料
Ｄ
Ｂ
（http://am

pos.nanet.go.kr

）（
韓
国
語
）

（
31
） 

イ
グ
ァ
ン
ギ
ュ「
同
胞
財
団
を
独
立
機
構
へ
昇
格
を
」（http://

tow
orld.kr/970

）（
韓
国
語
）

（
32
） 

キ
ン
ウ
ォ
ン
イ
ル
「
在
外
同
胞
庁
新
設
の
発
議
に
関
す
る
小

考
」（http://w

w
w
.w

orldkorean.net/new
s/articleV

iew
.htm

l?
idxno=19778

）（
韓
国
語
）

（
33
） 

イ
シ
ュ
ク
シ
ュ
ン
「
在
外
同
胞
庁
に
賛
成
、
同
胞
社
会
の
葛

藤
の
調
整
役
割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（http://blog.naver.

com
/jugangyopo/220495999025

）（
韓
国
語
）

（
34
） E

xponew
s

、
二
〇
一
五
年
八
月
一
三
日
（
韓
国
語
）

権
を
認
め
て
い
る
。

（
18
） 

ジ
ョ
ン
ゼ
ホ
『
世
界
化
時
期
に
お
け
る
韓
国
在
外
同
胞
政
策

の
争
点
と
代
案
：
在
外
同
胞
法
と
二
重
国
籍
を
中
心
に
』、
慶
南
大

学
校
極
東
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
七
頁
（
韓
国
語
）

（
19
） 

公
職
選
挙
法
に
お
け
る
在
外
国
民
と
は
国
外
に
居
住
あ
る
い

は
滞
留
す
る
大
韓
民
国
の
国
民
で
あ
り
、
在
外
選
挙
人
（
韓
国
国

籍
を
持
つ
在
外
国
民
）
と
国
外
不
在
者
（
一
時
国
外
滞
留
者
）
に

分
か
れ
る
。
選
挙
対
象
は
国
会
議
員
選
挙
と
大
統
領
選
挙
の
み
で

あ
っ
て
、
再
・
補
欠
選
挙
、
地
方
選
挙
、
国
民
投
票
、
住
民
投
票

は
対
象
外
で
あ
る
。

（
20
） 

ワ
ー
ル
ド
コ
リ
ア
ン
新
聞
、
二
〇
一
六
年
八
月
一
九
日
（
韓

国
語
）

（
21
） 

在
外
同
胞
新
聞
、
二
〇
一
六
年
五
月
一
一
日
（
韓
国
語
）

（
22
） http://w

w
w
.ew

sfinder.co.kr/new
s/articleV

iew
.

htm
l?idxno=60491

（
韓
国
語
）

（
23
） 

重
要
国
家
別
で
は
中
国
が
八
五
二
四
人
（
三
八
・
三
％
）
で
一

番
の
高
投
票
率
を
記
録
し
、
米
国
の
一
万
三
九
一
四
人
（
三
六
・
八
％
）、

日
本
の
七
六
〇
〇
人
（
二
七
・
六
％
）
の
順
で
続
く
。

中
央
選
挙
管
理
委
員
会
在
外
選
挙
現
状
（http://w

w
w
.nec.

go.kr/portal/subM
ain.do?m

enuN
o=

）（
韓
国
語
）

（
24
） 

キ
ン
ヨ
ン
チ
ョ
ル
「
在
外
国
民
投
票
、
実
施
に
問
題
あ
り
」

http://w
w
w
.w

orldkorean.net/new
s/articleV

iew
.

htm
l?idxno=1941

（
韓
国
語
）

（
25
） 

文
化
部
傘
下
の
国
民
生
活
体
育
協
議
会
が
主
管
す
る
「
世
界

（
八
六
四
）



ヘ
レ
ン
・
テ
ー
ラ
ー
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
伝
』（
川
又
）

四
一

1　

は
じ
め
に

2　

ミ
ル
『
自
伝
』
各
種
草
稿

3　

主
に
ヘ
レ
ン
に
よ
る
『
自
伝
』
校
正

4　

お
わ
り
に

S
um

m
ary

1　

は
じ
め
に

二
〇
一
四
年
の
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
五
周
年
記
念
事
業

に
前
後
し
て
、
法
学
部
図
書
館
で
は
、
所
蔵
し
て
い
る
貴
重
資
料

の
書
誌
作
成
事
業
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
貴

重
資
料
の
一
部
は
、
す
で
に
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
『
日
本
大

学
法
学
部
創
設
一
二
五
周
年
記
念
特
別
展
示
図
録

（
1
）

』
で
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（John S

tuart M
ill. 1806-1873

）

や
他
の
著
名
学
者
の
書
簡
・
草
稿
類
に
つ
い
て
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

政
治
経
済
思
想
の
系
譜

│
日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
所
蔵H

. 
G
rotius

、D
. H

um
e

お
よ
びJ. S

. M
ill

の
書
簡
を
中
心
と
し

て

│（
2
）

』
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
二
〇
一
五
年
、
Ｊ
・

Ｓ
・
ミ
ル
の
関
連
資
料
を
法
学
部
図
書
館
で
探
し
て
い
る
時
に
、

ミ
ル
の
『
自
伝
』
初
版
一
点
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

て
い
た
。
本
書
に
関
す
る
当
時
の
書
誌
は
、
ペ
ー
ジ
数
に
つ
い
て

ヘ
レ
ン
・
テ
ー
ラ
ー
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
伝
』

川　
　

又　
　
　
　
　

祐

資　

料

（
八
六
五
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

四
二

て
、
ペ
ー
ジ
数
表
記
に
誤
り
が
あ
り
、
三
一
四
ペ
ー
ジ
で
は
な
く

三
一
三
ペ
ー
ジ
で
は
な
い
か
、
と
所
蔵
本
書
誌
情
報
に
関
し
て
検

証
を
依
頼
し
た
。
そ
の
結
果
、
筆
者
の
も
と
に
は
、
ペ
ー
ジ
数
表

記
に
誤
り
は
な
い
と
の
回
答
と
、
表
1
の
よ
う
な
さ
ら
に
詳
細
な

新
し
い
書
誌
が
作
成
・
送
付
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
が
所
蔵
す
る
三
一
四
ペ
ー
ジ
の

ミ
ル
『
自
伝
』
一
八
七
三
年
版
は

│
図
書
館
へ
の
登
録
は
、

一
九
八
二
〔
昭
和
五
七
〕
年
六
月
二
四
日
で
あ
る

│
、
一
体
、

何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
1
の
書
誌
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
ロ
ン

ド
ン
の
ロ
ン
グ
マ
ン
ス
社
（L

ongm
ans, G

reen, R
eader, and 

D
yer

）
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
本
文
は
、
折
記
号
﹇
π
﹈、
Ｂ
か
ら

Ｘ
、
そ
し
て
﹇
Ｙ
﹈
ま
で
の
折
丁
で
作
ら
れ
て
い
る
。
折
丁
H2
と

H7
に
該
当
す
る
ペ
ー
ジ
（
九
九
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
そ
し
て
一
〇
九
、

一
一
〇
ペ
ー
ジ
）
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
。
折
記
号
の
な
い
最
後

の
﹇
Ｙ
﹈
二
葉
は
、
い
ず
れ
も
表
ペ
ー
ジ
（recto

、
レ
ク
ト
）

の
み
に
印
刷
が
な
さ
れ
て
い
て
、
裏
ペ
ー
ジ
（verso

、
ヴ
ェ
ル

ゾ
）
は
空
白
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
二
葉
は
白
色
の
テ
ー

プ
が
補
修
の
た
め
に
糊
付
け
さ
れ
て
い
る
。

折
記
号
が
つ
け
ら
れ
た
、
折
丁
の
そ
れ
ぞ
れ
最
初
の
表
ペ
ー
ジ

（
レ
ク
ト
）
の
左
肩
に
は
、
次
の
表
2
の
よ
う
に
二
行
（
二
段
）

三
一
四
と
記
載
さ
れ
て
い
る
ご
く
簡
単
な
も
の
で
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
あ
る
古
書
店
の
カ
タ
ロ
グ
に
「
ミ
ル
自
伝
、

一
八
七
三
年
、
初
版
一
刷
り
、
正
誤
表
な
し
、
ⅵ
、
三
一
三
ペ
ー

ジ
」
と
い
う
記
載
を
見
つ
け
た
。
早
速
、
筆
者
は
図
書
館
に
対
し

表 1　ミル『自伝』初版校正刷り製本

データ種別 図書

出版者 London : Longmans, Green, Reader, and Dyer

出版年 1873

本文言語 英語

大きさ ［4］, 1-313, ［1］, 314, ［1］ p. ; 24 cm. （8vo）

一般注記
Signatures: π2 B-U8 X4 ［Y］2

P. 99, 100, 109, 110, blank
P.313V, p. 314V, blank 

著者標目 *Mill, John Stuart, 1806-1873

請求記号 J.S.Mill||7

書誌 ID 1000212761

（資料番号：B0000551677%）

（
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表 2　ミル『自伝』初版校正刷り製本、各折丁への書き込み

折記号 ページ数 書き込み

［π1］ 表題ページ R
73年 9 月○日

B1 p.1. 第 1 章 R
73年 7 月 8 日

C1 p.17 不明
73年不明

D1 p.33 R
73年 7 月15日

E1 p.49 不明

F1 p.65 R
73年 7 月16日

G1 p.81 R
73年 7 月31日

H1 p.97 R
73年 8 月 1 日

I1 p.113 R
73年 8 月 6 日

K1 p.129 R
73年 8 月 6 日

L1 p.145 R
73年 8 月 7 日

M1 p.161 R
73年 8 月 7 日

N1 p.177 R
73年 8 月 7 日

O1 p.193 R
73年 8 月27日

P1 p.209 R
73年 8 月27日

Q1 p.225 R
73年 8 月29日

R1 p.241 R
73年 9 月 2 日

S1 p.257 R
73年 9 月 5 日

T1 p.273 R
73年 9 月 5 日

U1 p.289 R
73年 9 月 5 日

X1 p.305 R
73年 9 月○日

［Y1］ p.313 R
73年 9 月 5 日

（
八
六
七
）
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に
わ
た
っ
て
〝
Ｒ
〞
と
年
月
日
の
書
き
込
み
が
あ
る
（
折
記
号
S1

の
画
像
参
照
）。
残
念
な
が
ら
製
本
す
る
過
程
で
、
当
該
書
き
込

み
部
分
は
糊
付
け
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
部
分
判
読
が
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
、
表
2
で
は
、
そ
れ
を
「
不
明
」
あ
る

い
は
「
○
」
で
示
し
て
い
る
。

書
き
込
み
の
〝
Ｒ
〞
は
、
お
そ
ら
くR

ead

（
校
正
）
の
略
号

と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
S1
の
画
像
は
、「
校
正
、
一
八
七
三

年
九
月
五
日
」
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
日
本
大
学
法
学
部
が
所
蔵

す
る
こ
の
『
自
伝
』
は
、
折
丁
ご
と

の
校
正
刷
り
を
後
に
製
本
し
た
も
の

な
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
校
正
刷
り
へ
の
指
示

が
随
所
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
に
表
1
、
表
2
を

「
ミ
ル
『
自
伝
』
初
版
校
正
刷
り
製

本
」
と
題
し
た
理
由
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
日
付
か
ら
、
校
正
は
、

一
八
七
三
年
七
月
八
日
以
降
二
か
月

間
を
か
け
て
、
本
文
の
折
丁
に
従
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
（
表
3
を
参
照
せ

表 3　校正の順番

書き込み年月 校正の順番（折記号）
1873年 7 月 B C D E F G
1873年 8 月 H I K L M N O P Q

1873年 9 月
R S T U X ［Y］

［π］

図 1　見返し部分の書き込み

82018  
Corrections by editor (Mill’s stepdaughter  

Helen Taylor)  
 

 1500              99  100  
 LED  missing 

82018 

 
 

1500 99 100  
LED  

図 2　ウィリアム・ジャクソン社のシール

（
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の
通
り
で
あ
る

（
4
）

。
早
速
、
こ
れ
と
校
正
刷
り
製
本
と
を
比
較
し
よ

う
。両

者
は
、
と
も
に
八
つ
折
り
本
で
、
外
観
上
は
同
じ
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ペ
ー
ジ
数
や
折
記
号
に
着
目
す
る
と
そ
の
差
は

よ
）。
そ
し
て
最
後
に
、
表
題
ペ
ー
ジ
が
作
成
・
校
正
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
ら
の
折
丁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
印
刷
用
紙
が
異
な
っ
て
い
る
の

で
、
印
刷
に
時
間
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
初
版

校
正
刷
り
製
本
で
は
、
空
白
の
折
丁
H2
と
H7
（
九
九
と
一
〇
〇

ペ
ー
ジ
の
一
葉
と
、
一
〇
九
と
一
一
〇
ペ
ー
ジ
の
一
葉
）
も
ま
た

前
後
の
印
刷
用
紙
と
は
別
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
二
葉

は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
何
ら
か
の
理
由
で
折
丁
か
ら
欠
落
し

て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
便
宜
的
に
別
の
用
紙
が
補
填
さ
れ
て
製

本
が
行
わ
れ
た
、
と
の
推
定
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

初
版
校
正
刷
り
製
本
の
見
返
し
部
分
に
は
、
図
1
の
よ
う
に
、

お
そ
ら
く
は
古
書
籍
商
の
筆
跡
と
思
わ
れ
る
鉛
筆
の
書
き
込
み
が

あ
る
。
こ
の
書
き
込
み
が
い
つ
行
わ
れ
た
の
か
、
ま
た
こ
れ
ら
数

字
や
記
号
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る

（
3
）

。
そ
し
て
裏
の

見
返
し
の
下
部
に
は
、
図
2
の
よ
う
な
赤
文
字
の“W

illiam
 

Jackson, B
ookbinder, A

berdeen. ”

の
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い

る
。筆

者
は
そ
の
後
、
こ
の
初
版
校
正
刷
り
製
本
と
『
自
伝
』
初
版

と
の
比
較
を
行
う
た
め
に
、
図
書
館
に
『
自
伝
』
初
版
購
入
を
依

頼
し
た
。
新
た
に
購
入
さ
れ
た
『
自
伝
』
初
版
の
書
誌
は
、
表
4

表 4　ミル『自伝』初版

データ種別 図書

出版者 London : Longmans, Green, Reader, and Dyer

出版年 1873

本文言語 英語

大きさ vi, 313, ［3］ p. ; 23 cm. （8vo）

一般注記 Signatures: ［A］4 B-U8 X4 Y2

著者標目 *Mill, John Stuart, 1806-1873

請求記号 J.S.Mill||8

書誌 ID 1000251918

（資料番号：B0000561049-）

（
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は
他
の
遺
産
と
と
も
に
、
彼
の
妻
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
テ
ー
ラ
ー
・
ミ

ル
（H
arriet T

aylor M
ill. 1807-1858

）
の
娘
で
あ
っ
た
ヘ
レ

ン
・
テ
ー
ラ
ー
（H

elen T
aylor. 1831-1907

）
に
遺
産
相
続
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
ヘ
レ
ン
が
没
し
た
後
は
、
①
、
②
と
③R

ylands 
transcript

（
ラ
イ
ラ
ン
ズ
翻
刻
と
表
記
）
は
、
ヘ
レ
ン
の
姪
メ
ア

リ
ー
・
テ
ー
ラ
ー
（M

ary T
aylor. 1864-1918

）
が
相
続
し
た
。

メ
ア
リ
ー
は
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
息
子
ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
（A

lgernon 
T
aylor. 1830-1903

）
の
娘
で
あ
る
（C

W
.12, p. xviii. H

ayek, 
F
am

ily T
rees, p. 270.

）。
さ
ら
に
、
メ
ア
リ
ー
が
亡
く
な
る
と

そ
れ
ら
遺
稿
は
、
遺
言
執
行
者
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ロ
ビ
ン
シ
ャ

ル
・
バ
ン
ク
社
、N

ational P
rovincial B

ank, L
im

ited

）
に

よ
っ
て
一
九
二
二
年
三
月
、
サ
ザ
ビ
ー
ズ
の
競
売
に
か
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
ミ
ル
と
ヘ
レ
ン
の
遺
稿
が
含
ま
れ
て
い

た
サ
ザ
ビ
ー
ズ
品
番
七
二
〇
は
、
古
書
籍
商
マ
ッ
グ
ズ
・
ブ
ラ

ザ
ー
ズ
（M

aggs B
ros.

）
に
売
却
さ
れ
た
。
そ
し
て
マ
ッ
グ

ズ
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
は
、
こ
の
三
つ
の
原
稿
を
ば
ら
ば
ら
に
転
売
し

て
い
っ
た
。
ミ
ル
と
ヘ
レ
ン
の
『
自
伝
』
関
連
資
料
は
、
表
6
の

よ
う
な
推
移
と
分
散
を
辿
る
こ
と
と
な
る
（C

W
. 1, pp. xviii-

xx. C
W

. 12, pp. xviii-xxiv.

）。

さ
ら
に
、
ミ
ル
お
よ
び
ヘ
レ
ン
の
遺
産
の
分
散
・
散
逸
状
況
は
、

歴
然
で
あ
る
。『
自
伝
』
初
版
に
は
、
校
正
刷
り
製
本
に
は
存
在

し
な
い
目
次
ペ
ー
ジ
と
広
告
ペ
ー
ジ
と
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
両

者
は
、
比
較
の
結
果
、
全
く
の
別
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

る
。

2　

ミ
ル
『
自
伝
』
各
種
草
稿

で
は
次
に
、
こ
の
校
正
刷
り
製
本
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ

た
の
か
、
そ
れ
を
考
察
し
よ
う
。

Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
伝
』
作
成
の
経
緯
は
、『
ミ
ル
全
集
』
第
一

巻
「
序
論

（
5
）

」、
あ
る
い
は
シ
ュ
テ
ィ
リ
ン
ジ
ャ
ー
（Jack S

tillinger

）

「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
伝
』
を
書
い
た
の
は
誰
か

（
6
）

」
な
ど
に
説
明

が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。

ミ
ル
は
、
一
八
七
三
年
五
月
七
日
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
で
亡
く
な

る
。
そ
の
五
か
月
と
一
〇
日
後
の
一
八
七
三
年
一
〇
月
一
七
日
、

L
ongm

ans, G
reen, R

eader, and D
yer

社
か
ら
『
自
伝
』
が

出
版
さ
れ
る
（S
tillinger, p. 193.

）。
こ
の
『
自
伝
』
の
基
礎

と
な
っ
た
原
稿
と
し
て
、
少
な
く
と
も
次
の
四
つ
が
知
ら
れ
て
い

る
（C

W
. 1, pp. xix-xx.

表
5
を
参
照
せ
よ
）。

ミ
ル
の
逝
去
後
、
こ
れ
ら
最
初
の
①E

arly D
raft

（
第
一
原

稿
と
表
記
）
と
②C

olum
bia M

S

（
コ
ロ
ン
ビ
ア
草
稿
と
表
記
）

（
八
七
〇
）
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表
5
　
ミ
ル
『
自
伝
』
草
稿
4
種

『
自

伝
』

草
稿

作
成

者
作

成
時

期
分

量
所

蔵
機

関

①
 E
arly D

raft（「
第

1
原

稿
」）

ミ
ル

直
筆

ハ
リ

エ
ッ

ト
の

書
き

込
み

1853年
後

半
の

数
か

月
か

ら
1854年

初
め

の
数

か
月

の
間

に
脱

稿
169葉

。
イ

リ
ノ

イ
大

学
図

書
館

U
niversity L

ibrary of Illinois at 
U
rbana-C

ham
paign. H

ollander, 
Jacob H

. （
1871-1940）─

C
ollection.

②
 C
olum

bia M
S（「

コ
ロ

ン
ビ

ア
草

稿
」）

ミ
ル

直
筆

1869年
か

ら
1870年

ま
で

に
は

脱
稿

①
の

改
訂

原
稿

、
162葉

。
コ

ロ
ン

ビ
ア

大
学

図
書

館
C
olum

bia U
niversity L

ibrary

③
 R
ylands transcript

（「
ラ

イ
ラ

ン
ズ

翻
刻

」）
大

半
は

ヘ
レ

ン
の

筆
跡

ミ
ル

が
没

し
た

1873年
5
月

7
日

か
ら

お
よ

そ
7
月

ま
で

の
間

に
翻

刻
②

の
翻

刻
原

稿
、

282葉
。

ラ
イ

ラ
ン

ズ
大

学
図

書
館

John R
ylands U

niversity L
ibrary

④
 Y

ale fragm
ent

（「
イ

ェ
ー

ル
断

片
」）

ミ
ル

直
筆

1861年
よ

り
も

後
の

時
期

に
執

筆
上

の
3
つ

と
は

独
立

し
た

4
ペ

ー
ジ

。
イ

ェ
ー

ル
大

学
図

書
館

Y
ale U

niversity L
ibrary

（
八
七
一
）
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表 6　ミル『自伝』草稿の競売とその後の推移

1872年 2 月14日 ミルは、総遺言執行者にヘレン・テーラーを任命する。
1873年 5 月 8 日 ミル死去。

遺産はヘレン・テーラーが相続。ミルの旧蔵書や文書類の大部分
は、アヴィニヨンの別荘にあったと思われる（Hayek, Dispersal, 
p. 292.）。ヘレンは1904年まで、この別荘に居住。

1904年 メアリー・テーラーとその友人は、ぼけ始めていたヘレンを肚黒
いフランス人召使からの危難から救出して、イギリスへ連れ帰る。

1905年 2 月 メアリー・テーラーの友人たちはアヴィニヨンに向かい、その家
財を清算する。 1 トンもの書簡が分類されて、あらゆる種類のご
みが有用物から分別され、書籍は選別され、販売用に整理が行わ
れ、そして18箱が梱包された（Hayek, Dispersal, p. 292.）。

1905年 5 月21、
23、24、26、27、
28日

ミルのかなりの旧蔵書と文書類がアヴィニヨンで開催された販売
会で売却される。
草稿類のいくつかは、アヴィニヨンの書籍商ロマニーユ

（Romanille）が購入。ロマニーユから次に、ハーバード大学のア
メリカ人学者ジョージ・ハーバート・パーマ―（George Herbert 
Palmer）と、ロンドンの聖職者（氏名不詳）が購入（ 7）。

1905年 9 月21日 ヘレンは、ミルの旧蔵書およそ2000冊をサマービル・カレッジに
寄贈（Hayek, Dispersal, p. 294.）（ 8）。

1907年 1 月29日 ヘレン死去。
ミルとヘレンからの遺産はヘレンの姪メアリー・テーラーが相続。

1918年11月 6 日 メアリー死去。
ナショナル・プロビンシャル・バンク社（National Provincial 
Bank, Limited）が総遺言執行者に任命される。
同社は、遺産の原稿や草稿類を専門家に鑑定させる。

1922年 5 月 ナショナル・プロビンシャル・バンク社は、サザビーズで、 1 回
目の競売（ミルたちの遺稿の一部である『自伝』関連資料の品番
は720）を行う。購入者は、マッグズ・ブラザーズである（CW. 
1, p. xix.）（ 9）。

1923年 ①第 1 原稿：マッグズ・ブラザーズからホランダー（Jacob H. 
Hollander）が購入。ホランダーの没後、①第 1 原稿は、およそ
20年間、バルチモアの倉庫に保管される。
②コロンビア草稿：マッグズ・ブラザーズからコス（Jacob 
Coss）が購入後、1923年 4 月、コロンビア大学に寄贈。
③ライランズ翻刻：マッグズ・ブラザーズから氏名不詳のイギリ
ス人が購入。その後は1959年 7 月まで所在不明。

1927年 8 月 ナショナル・プロビンシャル・バンク社は、サザビーズで、 2 回
目の競売を行い、残りの遺産を売却する。（MacMinn, p. xi.）

1958年 ①第 1 原稿をイリノイ大学が入手。
1959年 7 月30日 ③ライランズ翻刻：古書籍商メサズ・ホジソン（Messrs. 

Hodgson）のロンドン競売場にて発見され（品番244）、ライラン
ズ図書館がそれを購入（10）。

不明 ④イェール断片：イェール大学。〔入手経緯は不明〕（11）

（
八
七
二
）
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四
九

次
の
図
3
の
よ
う
に
な
る

（
12
）

。

ミ
ル
『
自
伝
』
の
作
者
は
誰
か
、
と
い
う
問
に
答
え
る
こ
と
は

容
易
で
は
な
い
。
①
第
一
原
稿
は
、
ミ
ル
直
筆
の
原
稿
で
あ
る
が
、

ハ
リ
エ
ッ
ト
・
テ
ー
ラ
ー
と
結
婚
す
る
ま
で
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
後
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
が
原
稿
を
読
み
、
内
容
に
疑
問
符
を
付
け

て
い
く
。
ミ
ル
は
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
の
疑
問
符
に
答
え
る
形
で
①
第

一
原
稿
を
改
訂
し
て
、
②
コ
ロ
ン
ビ
ア
草
稿
を
完
成
さ
せ
る
。

ミ
ル
の
逝
去
後
、
ヘ
レ
ン
が
中
心
と
な
っ
て
、『
自
伝
』
出
版

用
原
稿
を
準
備
す
る
。
ヘ
レ
ン
は
、
ミ
ル
の
妹
メ
ア
リ
ー
・
エ
リ

ザ
ベ
ス
・
コ
ー
ル
マ
ン
（M

ary E
lizabeth C

olm
an

）
や
氏
名

不
詳
の
フ
ラ
ン
ス
人
と
一
緒
に
、
ミ
ル
に
よ
る
改
訂
原
稿
②
コ
ロ

ン
ビ
ア
草
稿
を
翻
刻
・
転
記
し
て
い
く
。
そ
れ
が
③
ラ
イ
ラ
ン
ズ

翻
刻
で
あ
る
。
た
だ
し
、
③
ラ
イ
ラ
ン
ズ
翻
刻
は
、
②
コ
ロ
ン
ビ

ア
草
稿
の
忠
実
な
再
現
で
は
な
く
、
一
部
に
改
変
が
加
え
ら
れ
て

い
る
ほ
か
、
転
記
の
際
の
誤
記
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
③

ラ
イ
ラ
ン
ズ
翻
刻
こ
そ
が
『
自
伝
』
出
版
の
印
刷
原
稿
と
な
っ
て

い
く
。
こ
れ
が
印
刷
元
に
送
ら
れ
、
校
正
刷
り
が
作
成
さ
れ
る
。

こ
の
校
正
刷
り
の
作
成
段
階
で
、
印
刷
工
が
③
ラ
イ
ラ
ン
ズ
翻
刻

と
は
異
な
る
形
で
植
字
を
行
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し

て
ヘ
レ
ン
は
、
校
正
の
段
階
で
本
来
は
③
ラ
イ
ラ
ン
ズ
翻
刻
と
異

図 3　ミルおよびヘレンの『自伝』草稿の分散

ミルおよびヘレンの『自伝』草稿

④イエール断片：イエール大
学図書館、入手経路は不明

1922年3月29日第1回サザビー
ズ競売で21品目が売却

マッグズ・ブラザーズが『自
伝』関連資料（品番720）と、
その他の書簡類購入

カーライル記念トラストが、
カーライルのミル宛て書簡
（77通）を購入。

②コロンビア草稿 ①第1原稿

マッグズ・ブラザーズからコ
スが購入

マッグズ・ブラザーズから
ホランダーが購入

1923年4月、コスはコロンビ
ア大学へ寄贈

③ライランズ翻刻

行方不明の後、メサズ・ホジ
ソンが販売

1959年7月30日、ライランズ
図書館が購入

1958年、ホランダーの蔵
書と一緒にイリノイ大学が
獲得

（
八
七
三
）
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五
〇

な
る
個
所
を
校
正
す
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
を
校
正
し
忘
れ
る
と
同

時
に
、
こ
れ
と
は
別
に
さ
ら
に
③
ラ
イ
ラ
ン
ズ
翻
刻
と
異
な
る
変

更
が
加
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
校
正
を
手
伝
っ

た
の
が
ミ
ル
の
友
人
で
も
あ
っ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ベ
イ
ン

（A
lexander B

ain. 1818-1903

）
で
あ
る
。
最
終
的
に
、
校
正

後
も
、
句
読
法
、
ス
ペ
ル
、
大
文
字
使
用
、
そ
し
て
単
語
の
区
切

り
に
関
す
る
変
更
・
相
違
が
生
き
延
び
て
し
ま
い
、
初
版
の
出
版

と
な
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ィ
リ
ン
ジ
ャ
ー
は
こ
う
し
て
『
自

伝
』
の
作
者
と
し
て
、
ミ
ル
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
、
ヘ
レ
ン
、
メ
ア

リ
ー
、
氏
名
不
詳
の
フ
ラ
ン
ス
人
、
印
刷
工
、
ベ
イ
ン
を
挙
げ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（S

tillinger, 1998, pp. 193-195.

）。

3　

主
に
ヘ
レ
ン
に
よ
る
『
自
伝
』
校
正

②
コ
ロ
ン
ビ
ア
草
稿
に
は
、「
本
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
Ｊ
・

Ｓ
・
ミ
ル
の
自
伝
、
わ
が
死
後
一
年
以
内
に
変
更
、
省
略
す
る
こ

と
な
く
出
版
す
べ
き
こ
と
。
ヘ
レ
ン
・
テ
ー
ラ
ー
」
と
い
う
ヘ
レ

ン
直
筆
の
書
き
込
み
が
あ
る
と
い
う
（C

W
.1. p. 2.

）。
こ
の
こ

と
は
、
ミ
ル
が
自
分
の
用
意
し
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
草
稿
通
り
に
『
自

伝
』
を
出
版
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
だ
が

ヘ
レ
ン
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
彼
の
遺
志
に
反
し
て
、
変
更
、
さ

図 4　初版出版の流れ　※出版には少なくとも 7人が関与

1

J.S. J.S.

1873 7 9

1873

1873 10 171873 5 8

（
八
七
四
）
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表
7
　
筆
跡
の
比
較

『
自

伝
』

校
正

刷
り

製
本

に
お

け
る

校
正

指
示

の
一

部
画

像
日

本
大

学
図

書
館

所
蔵

 書
簡

[L
etter] 1866 M

ay 21, B
lackheath P

ark, K
ent, [to] G

. H
arvey 

/ J. S
. M

ill の
一

部
画

像

p. 30.
p : partially

found　
tim

e　
to　

read　
the

pam
phlet　

w
hich　

I　
am

indebted　
to　

you　
for　

sending
m
e.　

It　
has　

not,　
how

ever,
persuaded　

m
e　

to　
agree　

w
ith

you ;　
but　

I　
cannot　

possibly

p. 31.
f : often

p. 34.
h : had

p. 37.
s : su

p. 59.
b

（
八
七
五
）
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五
二

表
8
　
校
正
刷
り
製
本
か
ら
初
版
へ
の
変
化

校
正

刷
り

製
本

に
お

け
る

指
示

初
版

本
文

p.19. l.12.
operation to　

ペ
ン

書
き

to
を

in
へ

p.19. l.12.
operation in 

p.21. l.12 f. b.
※

trace of　
鉛

筆
書

き
ofを

to
へ

p.21. l.12 f. b.
trace to　

p.263. from
 l.11 

to p.264. l.10.
m
y step-daughter, M

iss H
elen T

aylor, the inheritor of m
uch of her 

w
isdom

, and of all her nobleness of character, w
hose ever grow

ing 
and ripening talents from

 that day to this, have been devoted to the 
sam

e great purposes, and have already m
ade her nam

e better and 
m
ore w

idely know
n than w

as that of her m
other, though far less so 

than I predict, that if she lives, it is destined to becom
e. O

f the 
value of her direct co-operation w

ith m
e, som

ething w
ill be said 

hereafter : of w
hat I ow

e to her great pow
ers of original thought 

and soundness of practical judgm
ent I can give no adequate idea. 

S
urely no one ever before w

as so fortunate, as, after such a loss as 
m
ine, to draw

 another prize in the lottery of life, another 
com

panion, stim
ulator, and adviser, of the rarest quality. W

hoever, 
either now

 or hereafter, m
ay think of m

e and of the w
ork I have 

done, m
ust never forget that it is the product not of one intellect 

and conscience, but oft three, the least considerable of w
hom

, and 
above all the least original, is the one w

hose nam
e is attached to it.

校
正

（
削

除
）

の
指

示
な

し

p.263. from
 l.11 

to p.264. l.5.
m
y step-daughter, *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

w
hose ever grow

ing and ripening talents from
 that day to 

this have been devoted to the sam
e great purposes. *   *   *   

*   *   *   *   *　

S
urely no one ever before w

as so fortunate, as, after such a 
loss as m

ine, to draw
 another prize in the lottery of life. *   *   

*   *   *   *   *   W
hoever, either now

 or hereafter, m
ay think 

of m
e and of the w

ork I have done, m
ust never forget that it 

is the product not of one intellect and conscience, but oft 
three. *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
校

正
（

削
除

）
の

指
示

は
な

か
っ

た
が

、
削

除
し

て
省

略

p.289.from
 l.9 

to l.8 f. b.
but the sobriquet of “the stupid party ” w

hich stuck
ペ

ン
書

き
sobriquetを

斜
字

体
へ

、
party

の
後

に
「

,」
を

追
加

p.289.from
 l.9 

to l.10 f. a.
but the sobriquet of “the stupid party ” stuck 
校

正
指

示
と

は
異

な
り

、「
,」

は
追

加
さ

れ
ず

、
w
hich

を
削

除
p.292. headline

G
E
N
E
N
R
A
L
 V

IE
W

 O
F

校
正

の
指

示
な

し
P
A
R
L
IA

M
E
N
T
A
R
Y
 L

IF
E

校
正

指
示

は
な

か
っ

た
が

、
校

正
p.292. l.2 f. b.

defending the B
ill

鉛
筆

書
き

defending
を

defeating
へ

p.292. l.12 f. b.
defending the B

ill
校

正
指

示
と

は
異

な
り

、
変

更
さ

れ
ず

※
　

f. b. : from
 bottom

（
八
七
六
）
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一
つ
に
つ
い
て
掲
載
し
て
あ
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
、
次
の
こ
と
が
判
明
す
る
。

1
．
ヘ
レ
ン
に
よ
る
校
正
の
指
示
は
ペ
ン
書
き
が
多
い
が
、
中
に

は
鉛
筆
書
き
の
も
の
も
あ
る
。

2
．
ヘ
レ
ン
に
よ
る
校
正
の
指
示
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
初
版
本

文
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
箇
所
が
存
在
し
て
い
る
。

3
．
ま
た
逆
に
、

│ 

ヘ
レ
ン
に
関
連
す
る
記
述
と
同
様 

│ 

ヘ
レ
ン
に
よ
る
校
正
の
指
示
が
な
く
て
も
、
校
正
が
な
さ
れ
て

い
る
箇
所
も
存
在
す
る
。

4
．
校
正
刷
り
に
は
、
当
初
、
ヘ
レ
ン
・
テ
ー
ラ
ー
に
関
連
す
る

記
述
が
含
ま
れ
て
い
た
。
校
正
段
階
で
も
、
削
除
（dele

）
の

指
示
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
初
版
の
印
刷
時
点
で
は

「
＊　

＊　

＊
」
と
い
う
星
印
の
形
で
削
除
・
省
略
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
校
正
刷
り
は
『
自
伝
』
の
初
校
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
と
は
別
に
『
自
伝
』

の
再
校
、
三
校
が
存
在
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

4　

お
わ
り
に

日
本
大
学
法
学
部
が
所
蔵
す
る
ミ
ル
『
自
伝
』
初
版
校
正
刷
り

製
本
は
、
一
九
八
二
年
に
本
学
が
所
蔵
し
て
後
、
三
〇
年
以
上
が

ら
に
は
省
略
を
加
え
た
『
自
伝
』
の
出
版
を
行
う
。
な
ぜ
、
ミ
ル

の
遺
志
に
反
し
た
の
か
は
、
今
日
で
は
知
る
す
べ
が
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
『
自

伝
』
初
版
校
正
刷
り
製
本
は
、
そ
の
校
正
過
程
を
限
定
的
な
が
ら

も
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
は
、
ヘ
レ
ン
筆
跡
の
ミ
ル
の
書
簡

（
一
八
六
六
年
五
月
二
一
日
付
け
、G

. H
arvey

宛
て
）
を
所
蔵

し
て
い
る

（
13
）

。
こ
の
ヘ
レ
ン
の
筆
跡
と
、
校
正
指
示
の
筆
跡
と
を
比

較
し
て
み
よ
う
（
表
7
を
参
照
せ
よ
）。

こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
う
ち
、
ｐ
、
ｆ
、

ｈ
、
ｓ
、
ｂ
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
筆
者
の
素
人
鑑
定
で
は
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
筆
跡
は
同
一
人
物
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の

校
正
は
も
っ
ぱ
ら
ヘ
レ
ン
が
行
っ
た
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

前
掲
の
表
2
、
表
3
か
ら
、
ヘ
レ
ン
た
ち
は
、
ミ
ル
が
亡
く

な
っ
た
一
八
七
三
年
五
月
八
日
以
降
、
鋭
意
、
ラ
イ
ラ
ン
ズ
翻
刻

の
準
備
に
あ
た
っ
た
。
ミ
ル
の
没
後
二
か
月
に
は
校
正
刷
り
が
で

き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
校
正
箇
所
を
個
別
に
示
し

た
も
の
が
表
8
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
そ
の

校
正
が
膨
大
な
量
で
あ
る
の
で
、
最
初
の
数
ペ
ー
ジ
と
、
初
版
で

「
＊　

＊　

＊
」
と
い
う
星
印
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
削
除
部
分
の

（
八
七
七
）
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五
四

の
カ
タ
ロ
グ
を
詳
細
に
調
査
す
れ
ば
、
日
本
大
学
法
学
部
が
所
蔵

す
る
ミ
ル
『
自
伝
』
初
版
校
正
刷
り
製
本
が
、
あ
る
い
は
掲
載
さ

れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
疑
問

の
解
決
は
、
他
日
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
） 

日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
「
著
名
学
者
書
簡
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」、

そ
し
て
日
本
大
学
法
学
部
図
書
委
員
会
『
日
本
大
学
法
学
部
創
設

百
二
十
五
周
年
記
念
特
別
展
示
会
図
録
』、
二
〇
一
四
年
（
非
売

品
）
は
、

http://w
w
w
.law

.nihon-u.ac.jp/library/collectionpack/
index.htm

l
http://w

w
w
.law

.nihon-u.ac.jp/library/125th.htm
l

で
閲
覧

が
可
能
で
あ
る
（
二
〇
一
六
年
六
月
現
在
）。

（
2
） 

川
又
祐
、
江
島
泰
子
、
藤
原
孝
、
山
口
正
春
、T

h. L
ockley

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
経
済
思
想
の
系
譜

│
日
本
大
学
法
学
部
図
書

館
所
蔵H

. G
rotius

、D
. H

um
e

お
よ
びJ.S

.M
ill

の
書
簡
を
中

心
と
し
て
』、
二
〇
一
五
年
（
非
売
品
）。
こ
れ
ら
貴
重
な
書
簡
類

は
、http://w

w
w
.law

.nihon-u.ac.jp/library/collectionpack/
index.htm

l

で
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
（
二
〇
一
六
年
六
月
現
在
）。

（
3
） 

こ
の
書
き
込
み
が
行
わ
れ
た
時
点
で
は
、
欠
落
折
丁
（
H2
）

と
欠
落
ペ
ー
ジ
（
九
九
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
）
は
一
葉
の
み
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
） 
前
述
の
よ
う
に
、
ミ
ル
『
自
伝
』
初
版
（
一
八
七
三
年
）
に

経
過
し
て
お
り
、
こ
の
間
、
そ
の
存
在
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
。
ど
の
よ
う
な
経
路
を
た
ど
っ
て
本
学
の
所
蔵
と

な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
購
入
時
の
経
緯
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
れ
ら
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討

の
結
果
、
こ
の
初
版
校
正
刷
り
製
本
は
、
シ
ュ
テ
ィ
リ
ン
ジ
ャ
ー

の
主
張
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
初
版
で

「
＊　

＊　

＊
」
と
さ
れ
た
部
分
が
、
印
刷
の
最
終
的
な
段
階
で

削
除
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

ミ
ル
や
ヘ
レ
ン
の
遺
産
は
、
二
〇
世
紀
以
降
、
分
散
し
て
い
く

（
14
）

。

も
と
も
と
、
こ
の
校
正
刷
り
は
誰
の
所
有
物
で
あ
っ
た
の
か
（
校

正
後
、
ヘ
レ
ン
の
所
有
に
帰
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
印
刷
業
者
が

所
有
し
て
い
た
の
か
）。
製
本
は
誰
の
指
示
に
よ
る
も
の
な
の
か

（
ヘ
レ
ン
の
指
示
な
の
か
、
他
の
所
有
者
の
指
示
な
の
か
）。
ヘ
レ

ン
の
遺
産
の
中
に
、
本
書
の
存
在
や
そ
の
校
正
に
言
及
す
る
も
の

が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
疑
問
は
つ
き
な
い
。
ハ
イ
エ
ク
は
、

一
九
二
二
年
お
よ
び
一
九
二
七
年
の
サ
ザ
ビ
ー
ズ
の
競
売
に
関
し

て
、「
大
英
博
物
館
図
書
館
に
あ
る
こ
れ
〔
第
一
回
〕
と
第
二
回

の
販
売
に
関
す
る
注
釈
つ
き
カ
タ
ロ
グ
を
参
照
せ
よ
」
と
記
し
て

い
る
（C

W
. 12, p. xxii.

）。
ま
た
、
マ
ッ
グ
ズ
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ

も
、
販
売
用
の
カ
タ
ロ
グ
を
作
成
し
て
い
る

（
15
）

。
従
っ
て
、
こ
れ
ら

（
八
七
八
）



ヘ
レ
ン
・
テ
ー
ラ
ー
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
伝
』（
川
又
）

五
五

を
購
入
。
こ
れ
ら
の
書
籍
は
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
の
図
書
館
に
遺
贈
さ

れ
た
と
い
う
話
が
あ
る
が
、
ハ
イ
エ
ク
は
こ
れ
を
事
実
と
は
考
え

て
い
な
い
（H

ayek, D
ispersal, p. 293.

）。

（
8
） 

ミ
ル
旧
蔵
書
の
寄
贈
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た“John S

turat 
M

ill L
ibrary ”

に
関
し
て
は
、http://w

w
w
.som

e.ox.ac.uk/library
-it/special-collections/

を
参
照
せ
よ
（
二
〇
一
六
年
六
月
現

在
）。ま

た
、
ハ
イ
エ
ク
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
晩
年
の
ヘ
レ
ン
は
、
ぼ

け
て
、
記
憶
を
失
っ
た
状
態
に
あ
り
、
メ
ア
リ
ー
が
す
べ
て
の
面

倒
を
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
メ
ア
リ
ー
は
、
ジ
ョ
ン
・
モ
ー

リ
ー
（John M

orley.1838-1923

）
の
助
言
に
よ
り
、
ロ
ン
ド
ン

に
保
管
さ
れ
て
い
た
ミ
ル
と
ヘ
レ
ン
の
蔵
書
を
サ
マ
ー
ビ
ル
・
カ

レ
ッ
ジ
へ
寄
贈
し
た
。
メ
ア
リ
ー
は
蔵
書
を
数
冊
手
元
に
残
す
も

の
の
、
彼
女
が
残
す
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
蔵
書
は
、
サ
マ
ー
ビ

ル
・
カ
レ
ッ
ジ
に
そ
れ
を
処
分
す
る
権
限
を
与
え
た
。
サ
マ
ー
ビ

ル
・
カ
レ
ッ
ジ
は
、
一
九
〇
六
年
、
実
際
に
蔵
書
の
一
部
を
売
却

し
た
（C

W
. 12, pp. xiix-xix.

）。

（
9
） 

ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）

図
書
館
の
次
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
（M

ill-T
aylor C

ollection

）
に

よ
る
と
、
マ
ッ
グ
ズ
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
は
、
一
九
二
二
年
の
競
売
で

『
自
伝
』
関
連
資
料
以
外
に
も
書
簡
類
を
購
入
し
て
い
る
。
マ
ッ
グ

ズ
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
は
、
そ
れ
ら
書
簡
類
を
ト
ラ
ウ
ト
の
業
者
（the 

fi rm
 of T

rout

、
詳
細
不
明
）
に
転
売
し
た
。
Ｌ
Ｓ
Ｅ
図
書
館
は
、

一
九
二
六
年
に
そ
れ
ら
の
一
部
を
購
入
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の

は
二
種
類
が
あ
る
。
正
誤
表
（E

rratum
: P

age 113, line 9, for 
“eff ect m

e, ” read “eff ect on m
e. ”

）
が
つ
い
て
い
る
も
の
（
二

刷
り
）
と
、
つ
い
て
い
な
い
も
の
（
一
刷
り
）
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
今
回
購
入
さ
れ
た
も
の
は
一
刷
り
で
あ
る
。
正
誤
表
つ
き
の

『
自
伝
』（
一
八
七
三
年
）
は
、
日
本
大
学
商
学
部
図
書
館
が
所
蔵

し
て
い
る
（
資
料
番
号
：C

00177136

）。
さ
ら
に
商
学
部
図
書
館

は
『
自
伝
』
第
二
版
（
一
八
七
三
年
）
を
所
蔵
し
て
い
る
（
資
料

番
号
：C

00177137
）。『
自
伝
』
第
二
版
は
、
初
版
と
刊
行
年
は

同
じ
で
あ
る
が
、「
第
二
版
」
が
表
題
ペ
ー
ジ
に
明
示
さ
れ
、
さ
ら

に
索
引
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
当
然
に
、“eff ect on m

e ”

と
直
さ

れ
、
正
誤
表
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
5
） E

d., John M
. R

obson, Jack S
tillinger. Introduction, : 

A
u

tobiogra
p

h
y a

n
d

 L
itera

ry E
ssa

ys by J
oh

n
 S

tu
a

rt 

M
ill. C

ollected
 W

ork
s of J

oh
n

 S
tu

a
rt M

ill. V
ol. 1. 

U
niversity of T

oronto P
ress. R

outledge &
 K

egan P
aul. 

1981. vii-liv.

以
下
、C

W
.1

と
略
す
。

（
6
） S

tillinger, Jack. “W
ho W

rote J. S
. M

ill ’s 
A
utobiography? ” : J

oh
n

 S
tu

a
rt M

ill’s S
ocia

l a
n

d
 

P
olitical T

h
ou

gh
t. C

ritical A
ssessm

en
ts. E

dited and w
ith 

a new
 introduction by G

. W
. S

m
ith. V

ol. 4. M
eth

od
, L

ife, 
F

em
in

ism
, C

u
ltu

re. R
ou

tlege. L
ondon and N

ew
 Y

ork. 
1998. pp. 93-208.

（
7
） 

ハ
イ
エ
ク
に
よ
る
と
、
一
九
〇
五
年
の
販
売
会
後
、
ロ
マ
ニ

エ
か
ら
詩
人
ポ
ー
ル
・
マ
リ
エ
ト
ン
（P

aul M
ariéton

）
が
書
籍

（
八
七
九
）



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
三
号
（
二
〇
一
六
年
十
二
月
）

五
六

ズ
に
よ
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ベ
ン
サ
ム
、
ジ
ョ
ン
・
ス
ュ
ア
ー
ト
・

ミ
ル
な
ど
の
手
稿
類
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
モ
ダ
ン
・
ア
ー
カ
イ

ブ
・
セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。」
と
あ
る
の
で
（
ケ
イ
ン
ズ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
：http://w

w
w
.kings.cam

.ac.uk/library/special
-collections.htm

l

、
閲
覧
、
二
〇
一
六
年
六
月
現
在
）、
ミ
ル
資

料
が
す
べ
て
Ｌ
Ｓ
Ｅ
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。

（
13
） 

本
書
簡
は
、
日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
「
著
名
学
者
書
簡
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
」http://w

w
w.law.nihon-u.ac.jp/library/collectionpack/

j-s-m
ill/15.htm

l

で
閲
覧
可
能
で
あ
る
（
二
〇
一
六
年
六
月
現
在
）。

（
14
） 

二
〇
一
四
年
に
関
西
学
院
大
学
（
編
者
、
井
上
琢
智
）
か
ら

ミ
ル
の
『
フ
ラ
ン
ス
日
記
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 

九
州
大
学
図
書
館
は
、
マ
ッ
グ
ズ
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
カ
タ
ロ
グ

を
所
蔵
し
て
い
る
。R

are an
d

 in
terestin

g au
tograph

 letters 
sign

ed
 d

ocu
m

en
ts m

an
u

scripts, etc. 1923. N
o. 445. 

こ
の

カ
タ
ロ
グ
に
は
、
ミ
ル
の
自
筆
・
自
署
書
簡
（
二
七
三
一
番
か
ら

二
七
三
三
番
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（pp. 178-179.

）。

参
考
文
献

C
ollected

 W
orks of Joh

n
 S

tu
art M

ill. V
ol. 1, 12.

『
ミ
ル
全
集
』

は
、C

W

と
略
し
て
い
る
。

H
ayek, F

. A
. “Introduction. ” : C

ollected
 W

orks of J
oh

n
 

S
tu

a
rt M

ill. V
ol., 12. E

dited by F
rancis E

. M
ineka. 

U
niversity of T

oronto P
ress. R

outledge &
 K

egan P
aul. 

一
部
は
ケ
イ
ン
ズ
が
購
入
し
て
お
り
、
残
り
の
書
簡
類
は
四
散
し

て
い
る
と
い
う
。

http://archives.lse.ac.uk/R
ecord.aspx?src=C

alm
V
iew

.
C
atalog&

id=M
IL

L
-T

A
Y
L
O
R

（
閲
覧
、
二
〇
一
六
年
六
月
現

在
）

（
10
） 

ラ
イ
ラ
ン
ズ
翻
刻
の
発
見
の
経
緯
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
テ
ー

ラ
ー
（F

rank T
aylor, pp. 218-219

）、
ス
テ
ィ
リ
ン
ジ
ャ
ー

（1960, pp. 223-224
）
そ
し
て
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（E
dw

ard 
R
obertson

）
の
各
文
献
を
参
照
せ
よ
。

（
11
） 

イ
ェ
ー
ル
大
学
図
書
館
は
、
ミ
ル
の
書
簡
を
中
心
と
す
る

“John S
tuart M

ill P
apers 

（M
S
 350

）”

を
所
蔵
し
て
い
る
。
こ

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
次
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
せ

よ
。http://hdl.handle.net/10079/fa/m

ssa.m
s.0350

（
閲
覧
、

二
〇
一
六
年
六
月
現
在
）

（
12
） 

ハ
イ
エ
ク
は
、“Introduction ”

と“T
he D

ispersal ”

に
お

い
て
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
る
ミ
ル
資
料
の
獲
得
時
期
に
つ
い
て
、
前
者

“Introduction ”

に
お
い
て
は
、
一
九
二
七
年
と
記
し
て
お
り
、
後

者“T
he D

ispersal ”

に
お
い
て
は
、
一
九
二
二
年
と
記
し
て
い
る

の
で
、
ケ
イ
ン
ズ
は
複
数
回
、
ミ
ル
資
料
を
購
入
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
さ
ら
に
、
ケ
イ
ン
ズ
が
所
有
し
て
い
た
ミ
ル
資
料
は
、

注（
8
）で
示
し
た
Ｌ
Ｓ
Ｅ
図
書
館
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
の
記
述
に
よ
れ

ば
、
ケ
イ
ン
ズ
の
没
後
キ
ン
グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
Ｌ
Ｓ
Ｅ
図
書

館
に
寄
贈
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
一
方
、
キ
ン

グ
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
よ
る
と
、「
ケ
イ
ン

（
八
八
〇
）



ヘ
レ
ン
・
テ
ー
ラ
ー
と
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
『
自
伝
』（
川
又
）

五
七

M
ill, John S

tuart. A
u

tobiogra
p

h
y. L

ondon. L
ongm

ans 
G
reen, R

eader, and D
yer. 1873.

（
第
二
版
、
日
本
大
学
商
学

部
図
書
館
所
蔵
）

R
obertson, E

dw
ard. “S

ought-F
or M

anuscript C
om

es to 
L
ight, ” : M

anchester G
uardian, 19 A

ugust 1959, p. 5.

（
筆

者
未
見
）

S
tillinger, Jack. “T

he text of John S
tuart M

ill ’s 
autobiography. ” : B

u
lletin

 of th
e Joh

n
 R

ylan
d

s L
ibrary, 

V
ol. 43

（1

）. 1960. pp. 220-242.

本
稿
は
、https://w

w
w
.escholar.

m
anchester.ac.uk/api/datastream

?publicationP
id

=uk-ac-m
an-scw

:1m
2859&

datastream
Id=P

O
S
T
-P

E
E
R
-

R
E
V
IE

W
-P

U
B
L
IS

H
E
R
S
-D

O
C
U
M

E
N
T
.P

D
F

で
閲
覧
可
能

で
あ
る
（
二
〇
一
六
年
六
月
現
在
）。

S
tillinger, Jack. “W

ho W
rote J. S

. M
ill ’s A

utobiography? ”: 
J

oh
n

 S
tu

a
rt M

ill’s S
ocia

l a
n

d
 P

olitica
l T

h
ou

gh
t. 

C
ritical A

ssessm
en

ts. E
dited and w

ith a new
 introduction 

by G
. W

. S
m
ith. V

ol. 4. M
eth

od
, L

ife, F
em

inism
, C

u
ltu

re. 
R
outledge. L

ondon and N
ew

 Y
ork. 1998. pp. 193-208.

Inoue, T
akutoshi. J. S

. M
ill’s Jou

rn
al an

d
 N

otebooks of a 
Year in

 F
ran

ce M
ay 1820-Ju

ly 1821. A
 C

om
plete E

d
ition

 

w
ith

 a F
acsim

ile R
eprin

t of th
e R

ed
iscovered

 N
otebook 

of Joh
n

 S
tu

art M
ill in

 K
w

an
sei G

aku
in

 U
n

iversity an
d

 

T
ran

scribed
 T

ext, A
n

n
otation

 an
d

 C
om

parative S
tu

d
ies. 

H
istorica

l A
rch

ives: P
rim

a
ry S

ou
rces from

 K
w

a
n

sei 

L
ondon. 1963. pp. xvxxiv.

「
序
論
」
執
筆
は
一
九
六
二
年
一
月
。

H
ayek, F

. A
. “T

he D
ispersal of the B

ooks and P
apers of 

John S
tuart M

ill. ” : T
h

e C
ollected

 W
orks of F. A

. H
ayek. 

V
ol., 16. H

ayek on
 M

ill. T
h

e M
ill-T

aylor F
rien

d
sh

ip an
d

 
R

elated
 W

ritin
gs., ed., by S

andra J. P
eart. R

outledge. 
L
ondon. 2015. pp. 293-297.

執
筆
は
一
九
四
四
年
七
月
。

H
ayek, F

. A
. “A

ppendix III. F
am

ily T
rees. ” : T

h
e C

ollected
 

W
orks of F. A

. H
ayek. V

ol., 16. p. 270.
M

acM
inn, N

ey, H
ainds. J. R

., M
cC

rim
m
on, Jam

es M
acN

ab. 
B

ibliograph
y of th

e P
u

blish
ed

 W
ritin

gs of Joh
n

 S
tu

art 

M
ill E

d
ited

 from
 h

is M
an

u
script w

ith
 C

orrection
s an

d
 

N
otes. A

M
S
 P

ress. N
ew

 Y
ork. 1945.

M
aggs B

ros. R
are an

d
 in

terestin
g au

tograph
 letters sign

ed
 

d
ocu

m
en

ts m
an

u
scripts, etc. N

o. 445. 1923.

（
九
州
大
学
図

書
館
所
蔵
）

M
ill, John S

tuart. A
u

tobiogra
p

h
y. L

ondon. L
ongm

ans 
G
reen, R

eader, and D
yer. 1873.

ヘ
レ
ン
・
テ
ー
ラ
ー
初
版
校

正
刷
り
製
本
（
日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
所
蔵
）。

M
ill, John S

tuart. A
u

tobiogra
p

h
y. L

ondon. L
ongm

ans 
G
reen, R

eader, and D
yer. 1873.

（
初
版
一
刷
り
、
日
本
大
学

法
学
部
図
書
館
所
蔵
）

M
ill, John S
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